
（愛媛県報平成１５年１２月２６日第１５２１号外１別冊６）

宇和海における区画漁業の免許の内容たる

べき事項等





免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

宇区
第１号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

西宇和郡保内
町川之石地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 西宇和郡保内町川之石７の６２４の２番地地先丸

岩の標識
点 ア Ａから西宇和郡保内町川之石松ヶ鼻見通し２０メ

ートルの点
イ Ａから西宇和郡保内町川之石松ヶ鼻見通し１２０
メートルの点
ウ イから１９２度１６０メートルの点
エ アから１９２度１６０メートルの点

西宇和郡
保内町

別記２及
び４のと
おり

宇区
第２号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

西宇和郡保内
町川之石地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 西宇和郡保内町住吉鼻
点 ア Ａから西宇和郡保内町西町防波堤突端見通し９０

メートルの点
イ Ａから西宇和郡保内町西町防波堤突端見通し３９
０メートルの点
ウ イから２７０度１００メートルの点
エ アから２７０度１００メートルの点

西宇和郡
保内町

別記２及
び４のと
おり

宇区
第３号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

西宇和郡伊方
町黒島地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線及びＡＢ間の最大低潮時海岸
線から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 西宇和郡伊方町黒島宮之浦鼻

Ｂ 西宇和郡伊方町黒島蛭子鼻から西へ５０メートル
の標識

点 ア Ａから０度６０メートルの点
イ Ｂから０度１００メートルの点

西宇和郡
伊方町大
浜、中之
浜、仁田
之浜、湊
浦、小中
浦、中浦
、川永田
及び豊之
浦

別記２及
び４のと
おり

宇区
第４号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

八幡浜市大島
地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 八幡浜市大島音泊大島小学校前船着場南端から

護岸沿い南へ６０メートルの標識
Ｂ Ａから護岸沿い南へ７０メートルの標識

点 ア Ａから１２７度１１０メートルの点
イ Ｂから１２７度１３０メートルの点

八幡浜市 別記２及
び４のと
おり

宇区
第５号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

八幡浜市大島
地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 八幡浜市地大島地の島浦鼻の標識

Ｂ 八幡浜市地大島長浦鼻
点 ア Ａから０度１５０メートルの点
イ Ｂから５度１５０メートルの点

八幡浜市 別記２及
び４のと
おり

宇区
第６号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡吉田
町大字深浦地
先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から３０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡吉田町と東宇和郡明浜町との境界、深

浦３－２３３－１地先（長持岩）
Ｂ 北宇和郡吉田町大字深浦３－甲１２（池の浦防波
堤）西側付根

点 ア Ａから北宇和郡吉田町河内外７６３（小松鼻）見
通し２６０メートルの点

イ Ｂから北宇和郡吉田町大字白浦外６４６（筋防波
堤）西側付根見通し２５０メートルの点

北宇和郡
吉田町

別記２及
び４のと
おり

宇区
第７号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡吉田
町大字深浦地
先

Ａア、アイ、イウ、ウエ、エＤ及びＡＢの６直線とＢＤ間
の最大低潮時海岸線から３０メートルの線とによって囲まれた
区域
基点 Ａ 北宇和郡吉田町大字深浦３－甲１２（池の浦防波

堤）西側付根
Ｂ 北宇和郡吉田町大字深浦３－１（荒神鼻）
Ｃ 北宇和郡吉田町大字深浦３－１（健雄神社鳥居
）中央
Ｄ 吉田町大字深浦番外１５番地２の標識

点 ア Ａから北宇和郡吉田町大字白浦外６４６（筋防波

北宇和郡
吉田町

別記２及
び４のと
おり

－１－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

堤）西側付根見通し２５０メートルの点
イ Ｃから北宇和郡吉田町大字白浦外字カキガ尻５５
見通し３００メートルの点
ウ Ｃから北宇和郡吉田町大字白浦外字カキガ尻５５
見通し８０メートルの点
エ Ｄから北宇和郡吉田町大字白浦３０８５－１（大石
）見通し線とウから北宇和郡吉田町大字深浦１－
１－１（松ヶ鼻）見通し線との交点

宇区
第８号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡吉田
町大字深浦地
先

Ｂア、アイ、イウ、ウエ、エオ及びオＣの６直線とＢＣ間
の最大低潮時海岸線から３０メートルの線とによって囲まれた
区域
基点 Ａ 北宇和郡吉田町大字深浦３－１（健雄神社鳥居

）中央
Ｂ 吉田町大字深浦番外１５番地２の標識
Ｃ 北宇和郡吉田町大字深浦２－５３４－１（深浦防
波堤）南側付根
Ｄ 北宇和郡吉田町大字深浦１－１－１（松ヶ鼻）
突端

点 ア Ｂから北宇和郡吉田町大字白浦３０８５－１（大石
）見通し線とイから北宇和郡吉田町大字深浦１－
１－１（松ヶ鼻）見通し線との交点
イ Ａから北宇和群吉田町大字白浦外字カギガ尻５５
見通し８０メートルの点
ウ Ａから北宇和郡吉田町大字白浦外字カギガ尻５５
見通し３００メートルの点
エ Ｄから北宇和郡吉田町大字白浦外２３西側角（下
り松）見通し２００メートルの点

オ Ｄから北宇和郡吉田町大字白浦外２３西側角（下
り松）見通し線とＣから北宇和郡吉田町大字法花
津２１０８－４（浜中央がんぎ）見通し線との交点

北宇和郡
吉田町

別記２及
び４のと
おり

宇区
第９号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡吉田
町大字深浦地
先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡吉田町大字深浦２－４９４－１南側角の

標識
Ｂ 北宇和郡吉田町大字深浦２－４９０南側角の標識

点 ア Ａから北宇和郡吉田町大字深浦１－１－３（松
ヶ鼻防波堤）北側付根見通し３０メートルの点
イ Ｂから北宇和郡吉田町大字深浦１－２－３（水
谷新田）北角見通し３０メートルの点

北宇和郡
吉田町

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１０号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡吉田
町大字深浦地
先

Ｂア、アイ及びイＣの３直線とＣＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡吉田町大字深浦２－５３４－１（深浦防

波堤）南側付根
Ｂ 北宇和郡吉田町大字深浦２－３－１（中川河口
東角）から護岸沿い東へ１０メートルの標識
Ｃ 北宇和郡吉田町大字深浦１－１－１（松ヶ鼻）

点 ア Ａから北宇和郡吉田町大字法花津６－１９４－１
（浜中央がんぎ）見通し８０メートルの点
イ Ｃから北宇和郡吉田町大字白浦外２３西側角（下
り松）見通し線とＡから北宇和郡吉田町大字法花
津６－１９４－１（浜中央がんぎ）見通し線との交
点

北宇和郡
吉田町

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１１号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡吉田
町大字法花津
地先

Ａア、アイ、イウ、ウエ及びエＣの５直線とＡＣ間の最大
低潮時海岸線から３０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡吉田町大字深浦１－１－１（松ヶ鼻）

Ｂ 北宇和郡吉田町大字法花津１－１７１（小磯の溝
）西端
Ｃ 北宇和郡吉田町大字法花津１－４２６－１中央の

北宇和郡
吉田町

別記２及
び４のと
おり

－２－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

標識
点 ア Ａから北宇和郡吉田町大字白浦外２３西角（下り

松）見通し２００メートルの点
イ Ｂから北宇和群吉田町大字白浦３０７６（荒網代と
ガネダ境界）見通し４００メートルの点

ウ Ｂから北宇和郡吉田町大字白浦３０７６（荒網代と
ガネダ境界）見通し７５メートルの点

エ Ｃから北宇和郡吉田町大字白浦３０３３－３（こう
らの鼻）見通し８５メートルの点

宇区
第１２号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡吉田
町大字法花津
地先

Ｂア、アイ、イウ、ウエ及びエＣの５直線とＢＣ間の最大
低潮時海岸線から３０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡吉田町大字法花津１－１７１（小磯の溝

）西端
Ｂ 北宇和郡吉田町大字法花津１－４２６－１中央の
標識
Ｃ 北宇和郡吉田町大字法花津１－２９４－３（法花
津防波堤西側付根から西へ４０メートル）の標識

点 ア Ｂから北宇和郡吉田町大字白浦３０３３－１（こう
らの鼻）見通し８５メートルの点
イ Ａから北宇和群吉田町大字白浦３０７６（荒網代と
ガネダ境界）見通し７５メートルの点

ウ Ａから北宇和郡吉田町大字白浦３０７６（荒網代と
ガネダ境界）見通し４００メートルの点

エ Ｃから北宇和郡吉田町大字白浦２７７５番地東角見
通し３００メートルの点

北宇和郡
吉田町

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１３号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡吉田
町大字白浦地
先

Ａア及びアＢの２直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線から３０
メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡吉田町大字白浦２－７６７－１（おやし

き浜西角から西へ２４メートル）の標識
Ｂ 北宇和郡吉田町大字白浦２３６７－３の標識

点 ア Ａから北宇和郡吉田町大字白浦日の平、中島川
河口見通し線とＢから北宇和郡吉田町大字深浦２
－５３４－１（深浦防波堤）南側付根見通し線との
交点

北宇和郡
吉田町

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１４号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡吉田
町大字白浦地
先

Ａア、アイ、イウ、ウエ及びエＣの５直線とＡＣ間の最大
低潮時海岸線から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡吉田町大字白浦３０３７－１中央の標識

Ｂ 北宇和郡吉田町大字白浦３０３３－３（こうらの鼻
）
Ｃ 北宇和郡吉田町大字白浦２７７１－１（かどばやの
鼻）警鐘台

点 ア Ａから北宇和郡吉田町大字法花津児島見通し７０
メートルの点
イ Ｂから北宇和郡吉田町大字法花津７－４７６－２
（与村井防波堤）突端見通し７０メートルの点
ウ Ｂから北宇和郡吉田町大字法花津７－４７６－２
（与村井防波堤）突端見通し２８０メートルの点

エ Ｃから北宇和郡吉田町大字法花津与村井、江尻
川河口見通し４２０メートルの点

北宇和郡
吉田町

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１５号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡吉田
町大字白浦地
先

Ａア、アイ、イウ、ウエ、エオ及びオＣの６直線とＡＣ間
の最大低潮時海岸線から１０メートルの線とによって囲まれた
区域
基点 Ａ 北宇和郡吉田町大字白浦外字カギガ尻５５から西

へ７０メートルの標識
Ｂ 北宇和郡吉田町大字白浦外字カギガ尻５５
Ｃ 北宇和郡吉田町大字白浦３０３７－１中央の標識
Ｄ 北宇和郡吉田町大字白浦３０３３－３（こうらの鼻
）

北宇和郡
吉田町

別記２及
び４のと
おり

－３－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

点 ア Ａから北宇和郡吉田町大字深浦池の浦川口河口
見通し１８０メートルの点
イ Ｂから北宇和郡吉田町大字深浦１－１－１（松
ヶ鼻）見通し２００メートルの点

ウ Ｄから北宇和郡吉田町大字法花津７－４７６－２
（与村井防波堤）突端見通し３００メートルの点

エ Ｄから北宇和郡吉田町大字法花津７－４７６－２
（与村井防波堤）突端見通し７０メートルの点
オ Ｃから北宇和郡吉田町大字法花津児島見通し７０
メートルの点

宇区
第１６号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡吉田
町大字白浦地
先

Ａア、アイ、イウ及びウＢの４直線とＡＢ間の最大低潮時
海岸線から３０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡吉田町大字白浦外１３０地先（こうすけ

岩）南端標識
Ｂ 北宇和郡吉田町大字白浦外字カギガ尻５５から西
へ７０メートルの標識

点 ア Ａから北宇和郡吉田町大字白浦外６４６（筋防波
堤）北側突端見通し８０メートルの点

イ アから北宇和郡吉田町大字深浦３－２３３－３地
先（小コ島）西鼻見通し３００メートルの点

ウ Ｂから北宇和郡吉田町大字深浦池の浦川河口見
通し１８０メートルの点

北宇和郡
吉田町

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１７号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡吉田
町大字白浦地
先

Ａア及びアＣの２直線とＡＣ間の最大低潮時海岸線から１０
メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡吉田町大字白浦外６４６（筋防波堤）北

側突端
Ｂ 北宇和郡吉田町大字白浦外１３０地先（こうすけ
岩）南端の標識
Ｃ 北宇和郡吉田町大字白浦外２７４東角標識
Ｄ 東宇和郡明浜町大字俵津３－１６６（宮崎川河口
）

点 ア ＡＢの直線とＣＤの直線との交点

北宇和郡
吉田町

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１８号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡吉田
町大字白浦地
先

Ａア、アイ、イウ及びウＢの４直線とＡＢ間の最大低潮時
海岸線から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡吉田町大字白浦外６４６（筋防波堤）北

側突端
Ｂ 北宇和郡吉田町大字白浦外６４７地先（ビヤクシ
立岩）
Ｃ 北宇和郡吉田町大字白浦外２７４東角標識

点 ア Ａから北宇和郡吉田町大字白浦外１３０地先（こ
うすけ岩）南端標識見通し線とＣから東宇和郡明
浜町大字俵津３－１６６（宮崎川河口）見通し線と
の交点
イ Ｃから東宇和郡明浜町大字俵津３－１６６（宮崎
川河口）見通し４４５メートルの点

ウ Ｂから東宇和郡明浜町大字俵津字大コ島西鼻見
通し２５０メートルの点

北宇和郡
吉田町

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１９号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡吉田
町大字白浦地
先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から３０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡吉田町大字白浦外６４７地先（ビヤクシ

立岩）
Ｂ 北宇和郡吉田町大字白浦外６５８地先（ハエノコ
護岸）中央土管の標識

点 ア Ａから東宇和郡明浜町大字俵津字大コ島西端見
通し２５０メートルの点

イ Ｂから東宇和郡明浜町大字俵津９－４１９（根崎
鼻）見通し４００メートルの点

北宇和郡
吉田町

別記２及
び４のと
おり

－４－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

宇区
第２０号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡吉田
町大字白浦地
先

Ａア、アイ、イウ、ウエ及びエＢの５直線とＡＢ間の最大
低潮時海岸線から３０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡吉田町大字白浦外６５８地先（はえのこ

護岸）土管中央の標識
Ｂ 北宇和郡吉田町大字河内甲２３５７－３（坊主岩）
Ｃ 北宇和郡吉田町大字河内外７６２－１地先東角の
標識

点 ア Ａから東宇和郡明浜町大字俵津９－４１９（根崎
鼻）見通し４００メートルの点
イ Ｃから東宇和郡明浜町水越島灯台見通し２８０メ
ートルの点
ウ Ｃから東宇和郡明浜町水越島灯台見通し１６０メ
ートルの点
エ Ｂから東宇和郡明浜町大字狩浜４－２（だけの
鼻西端）見通し１００メートルの点

北宇和郡
吉田町

別記２及
び４のと
おり

宇区
第２１号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡吉田
町大字浅川地
先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡吉田町大字浅川１１３－１地先（埋立地

東角）
Ｂ 北宇和郡吉田町大字浅川１１６地先（埋立地中央
石段）

点 ア Ａから北宇和郡吉田町大字知永丁１８０３地先（か
らとのパラペット東側）見通し６５メートルの点

イ Ｂから北宇和郡吉田町大字知永丁１８９５地先（す
ずめだ落し）見通し６５メートルの点

北宇和郡
吉田町

別記２及
び４のと
おり

宇区
第２２号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡吉田
町野島地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡吉田町大字南君字野島山３０９４西の丸突

端
Ｂ 北宇和郡吉田町大字南君字野島山３０９４立岩から
東へ５０メートルの標識

点 ア Ａから北宇和郡吉田町大字奥浦字鎌ヶ崎甲４９－
２（竜王鼻）見通し４００メートルの点

イ Ｂから北宇和郡吉田町大字南君４１－２（高森山
山頂）見通し４００メートルの点

北宇和郡
吉田町

別記２及
び４のと
おり

宇区
第２３号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡吉田
町野島地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡吉田町大字南君字野島山３０９４（立岩）

から東へ２００メートルの標識
Ｂ 北宇和郡吉田町大字南君字野島山３０９４東端の標
識

点 ア Ａから北宇和郡吉田町大字南君字馬ヶ碆１３６７地
先（旧採石場）西端見通し２８０メートルの点

イ Ｂから北宇和郡吉田町大字南君字馬ヶ碆１３９９－
１（パラペット）西端見通し３１０メートルの点

北宇和郡
吉田町

別記２及
び４のと
おり

宇区
第２４号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡吉田
町野島地先

Ａア、アイ、イウ、ウエ、エオ、オＦ、Ｄカ、カキ及びキ
Ｂ間の９直線と、ＡＢ間とＤＦ間の最大低潮時海岸線から１０
メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡吉田町大字南君字野島山３０９４（立岩）

から東へ５０メートルの標識
Ｂ 北宇和郡吉田町大字南君字野島山３０９４（立岩）
から東へ２００メートルの標識

Ｃ 北宇和郡吉田町大字南君字野島山３０９４（立岩）
から東へ２５０メートルの標識

Ｄ 北宇和郡吉田町大字南君字野島山３０９４東端標識
Ｅ 北宇和郡吉田町大字南君字野島山３０９４南中角の
標識
Ｆ 北宇和郡吉田町大字南君字野島山３０９４（旧石採

北宇和郡
吉田町

別記２及
び４のと
おり

－５－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

場）南側の標識
点 ア Ａから北宇和郡吉田町大字南君４１－２（高森山

山頂）見通し５００メートルの点
イ Ｃから宇和島市只波鼻見通し５００メートルの点
ウ Ｄから宇和島市堂崎見通し４００メートルの点
エ Ｅから宇和島市石応熊ヶ峰中央見通し４５０メー
トルの点
オ Ｆから宇和島市高島西端見通し３００メートルの
点
カ Ｄから北宇和郡吉田町大字南君馬ヶ碆１３６７（パ
ラペット西端）見通し３１０メートルの点
キ Ｂから北宇和郡吉田町大字南君馬ヶ碆１３２９－３
（石切場西端）見通し２８０メートルの点

宇区
第２５号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡吉田
町野島地先

Ａア、アイ、及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸
線から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡吉田町大字南君字野島山３０９４南側石採

場の標識
Ｂ 北宇和郡吉田町大字南君字野島山３０９４鷹の子洞
窟

点 ア Ａから宇和島市高島西端見通し３００メートルの
点
イ Ｂから宇和島市高島灯台見通し３００メートルの
点

北宇和郡
吉田町

別記２及
び４のと
おり

宇区
第２６号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市下波
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市下波とびの子鼻に設置された金属鋲
点 ア Ａから１４１度１５分２６秒１０７メートルの点

イ Ａから５３度２７分４４秒７２メートルの点
ウ Ａから５４度４１分２４秒１６１メートル点
エ Ａから１１７度２９分０２秒１６５メートルの点

宇和島市
下波

別記２及
び４のと
おり

宇区
第２７号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市下波
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市下波４７９０番地先島津竜王防波堤先端の

岩場に設置された金属鋲
点 ア Ａから１６４度３９分４７秒１６９メートルの点

イ Ａから１２８度５２分０８秒６８メートルの点
ウ Ａから１１０度０４分５２秒１４２メートルの点
エ Ａから１４３度３２分０９秒２０９メートルの点

宇和島市
下波

別記２及
び４のと
おり

宇区
第２８号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市下波
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市下波４７９０番地先島津竜王防波堤先端の

岩場に設置された金属鋲
点 ア Ａから１４３度４５分５４秒４５５メートルの点

イ Ａから１２７度５１分５８秒３５５メートルの点
ウ Ａから１１７度４６分０３秒４９１メートルの点
エ Ａから１３１度４５分５１秒５６８メートルの点

宇和島市
下波

別記２及
び４のと
おり

宇区
第２９号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市下波
地先

アイ、イウ、ウエ、エオ及びオアの５直線によって囲まれ
た区域
基点 Ａ 宇和島市島津隧道抗口から南へ６０メートルに設

置された金属鋲
点 ア Ａから２６０度０９分２５秒２０５メートルの点

イ Ａから２７６度４６分４１秒３０１メートルの点
ウ Ａから３５９度２２分０３秒４４０メートルの点
エ Ａから２２度５１分０３秒３６２メートルの点
オ Ａから３３８度２８分５３秒９８メートルの点

宇和島市
下波

別記２及
び４のと
おり

宇区
第３０号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市下波
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市下波５５１６番地愛媛県水産試験場前の西

端角から西１５０メートル磯に設置された金属鋲
点 ア Ａから３４５度２７分５３秒３５メートルの点

イ Ａから２６２度４４分１２秒３１２メートルの点

宇和島市
下波

別記２及
び４のと
おり

－６－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

ウ Ａから２８９度０５分５５秒３６９メートルの点
エ Ａから３４６度１１分２７秒１９７メートルの点

宇区
第３１号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市下波
地先

アイ、イウ、ウエ、エオ及びオアの５直線によって囲まれ
た区域
基点 Ａ 宇和島市下波仏碆岩場に設置された金属鋲
点 ア Ａから１５８度１６分２５秒４６９メートルの点
イ Ａから１６１度１３分０２秒６４２メートルの点
ウ Ａから１７１度２４分３１秒６７０メートルの点
エ Ａから２６４度０４分３１秒２３３メートルの点
オ Ａから２７７度４６分３８秒６０メートルの点

宇和島市
下波

別記２及
び４のと
おり

宇区
第３２号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市下波
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市下波仏碆岩場に設置された金属鋲
点 ア Ａから３１８度１８分４２秒１６１メートルの点

イ Ａから２８２度４０分４８秒２８５メートルの点
ウ Ａから２９８度０１分５４秒３５５メートルの点
エ Ａから３２７度３５分３０秒２６６メートルの点

宇和島市
下波

別記２及
び４のと
おり

宇区
第３３号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市遊子
地先

Ａア及びアＢの２直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線とによ
って囲まれた区域。ただし、宇和島市遊子明越桟橋南端から
同市鳥首島南端見通し線の北側航路幅５０メートルの区域を除
く。
基点 Ａ 宇和島市遊子網代鼻

Ｂ 宇和島市遊子５３８６番地前護岸の標識
点 ア Ａから宇和島市遊子梅崎鼻見通し線とＢから同

市遊子６１２９番地（二並島）東端見通し線との交点

宇和島市
遊子

別記２及
び４のと
おり

宇区
第３４号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市遊子
地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
とによって囲まれた区域。ただし、宇和島市遊子黒ダキ鼻か
ら同市遊子小矢野浦隧道坑口見通線との交点ウと島網代鼻Ｂ
を結ぶ線の東側航路幅５０メートルの区域を除く。
基点 Ａ 宇和島市遊子寺崎鼻

Ｂ 宇和島市遊子島網代鼻
Ｃ 宇和島市遊子山崎鼻

点 ア Ａから宇和島市鳥首島北端見通し線とＣから同
市遊子６１２９番地（二並島）西端見通し線との交点

イ Ｃから宇和島市遊子二並島西端１５０メートルの
点

宇和島市
遊子

別記２及
び４のと
おり

宇区
第３５号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市遊子
地先

Ａア、アイ、イウ及びウＣの４直線とＡＣ間の最大低潮時
海岸線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市遊子甘崎防波堤東側突端

Ｂ 宇和島市遊子小矢の浦鼻
Ｃ 宇和島市遊子小矢の浦作業団地護岸西端の標識

点 ア Ｂから宇和島市遊子６１２８番地（二並島）西端見
通し１５０メートルの点

イ Ｂから宇和島市遊子梅崎鼻見通し１５０メートル
の点
ウ Ｃから宇和島市遊子鶏小島西端見通し１５０メー
トルの点

宇和島市
遊子

別記２及
び４のと
おり

宇区
第３６号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市遊子
地先

アイ、イウ、ウエ、エオ、オカ及びカアの６直線によって
囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市遊子６１２８番地（二並島）南東端

Ｂ 宇和島市遊子高島西橋
点 ア Ａから１４０度３５０メートルの点

イ Ｂから１８５度５２０メートルの点
ウ Ｂから１６５度８１０メートルの点
エ Ｂから１４３度７１０メートルの点
オ Ｂから１４１度１，０８０メートルの点
カ Ａから１４０度１，１００メートルの点

宇和島市
遊子

別記２及
び４のと
おり

－７－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

宇区
第３７号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市遊子
高島地先

アイ、イウ、ウエ、エオ及びオアの５直線によって囲まれ
た区域
基点 Ａ 宇和島市遊子高島東端

Ｂ 宇和島市遊子高島家烏南鼻
点 ア Ａから１９４度８０メートルの点
イ Ａから１６５度１６０メートルの点
ウ Ｂから５１度９０メートルの点
エ Ｂから３１２度５０メートルの点
オ Ｂから３１８度１００メートルの点

宇和島市
遊子

別記２及
び４のと
おり

宇区
第３８号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市遊子
高島地先

アイ、イウ、ウエ、エオ及びオカの５直線とＡＢ間の最大
低潮時海岸線から１００メートルの線とによって囲まれた区域
。ただしイからエを結ぶ線の北側航路幅５０メートルは除く。
基点 Ａ 宇和島市遊子高島宮越西端の標識

Ｂ 宇和島市遊子高島東端
点 ア Ａから北宇和郡吉田町大字南君野島西端見通し

線１００メートルの点
イ Ａから北宇和郡吉田町大字南君野島西端見通し
線６００メートルの点

ウ Ｂから北宇和郡吉田町大字南君竜王鼻（立目鼻
）西端見通し線８５０メートルの点
エ Ｂから宇和島市小高島島頂見通し線６３０メート
ルの点
オ Ｂから１４０度４８０メートルの点
カ Ｂから１５９度１２０メートルの点

宇和島市
遊子

別記２及
び４のと
おり

宇区
第３９号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市遊子
高島地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市遊子高島西端

Ｂ 宇和島市遊子高島宮越西端の標識
点 ア Ａから円瀬浮標見通し２１０メートルの点
イ Ａから円瀬浮標見通し６００メートルの点
ウ Ｂから北宇和郡吉田町大字南君野島西端見通し
線６００メートルの点

エ Ｂから北宇和郡吉田町大字南君野島西端見通し
線１７０メートルの点

宇和島市
遊子

別記２及
び４のと
おり

宇区
第４０号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市遊子
高島地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市遊子高島西端
点 ア Ａから３００度３０分１，０３０メートルの点

イ Ａから３４４度１，０９０メートルの点
ウ Ａから３５２度８５０メートルの点
エ Ａから２９４度７７５メートルの点

宇和島市
遊子

別記２及
び４のと
おり

宇区
第４１号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市遊子
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市遊子おもてん田鼻東端の標識

Ｂ 宇和島市遊子美地島西端
点 ア Ａから６度３８５メートルの点
イ Ｂから３１０度２００メートルの点
ウ Ｂから２１２度１６５メートルの点
エ Ａから４４度３０分１５０メートルの点

宇和島市
遊子

別記２及
び４のと
おり

宇区
第４２号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市遊子
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市遊子おもてん田鼻東端の標識

Ｂ 宇和島市遊子押前鼻消波堤西側突端
点 ア Ａから５４度１２０メートルの点

イ Ｂから３０６度１７０メートルの点
ウ Ｂから２５０度１５０メートルの点
エ Ａから１２９度１３０メートルの点

宇和島市
遊子

別記２及
び４のと
おり

宇区
第４３号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市遊子
地先

アイ、イウ、ウエ、エオ、オカ、カキ、キク及びクアの８
直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市遊子ハゲ鼻

Ｂ 宇和島市遊子おもてん田鼻西端の標識

宇和島市
遊子

別記２及
び４のと
おり

－８－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

点 ア Ａから８２度３０分２０メートルの点
イ Ａから８２度３０分２００メートルの点
ウ Ａから１０４度２１０メートルの点
エ Ａから９４度３９０メートルの点
オ Ｂから３３度３０分６０メートルの点
カ Ｂから２７９度１６０メートルの点
キ Ｂから３００度１９０メートルの点
ク Ｂから２８３度３５５メートルの点

宇区
第４４号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市蒋淵
地先

アイ、イウ、ウエ、及びエアの４直線によって囲まれた区
域
基点 Ａ 宇和島市蒋淵２２２７番地うつぎ北角

Ｂ 宇和島市蒋淵２２９２番地先の標識
点 ア Ａから１７０度８８０メートルの点

イ Ａから１７０度１，０００メートルの点
ウ Ｂから１７０度８７０メートルの点
エ Ｂから１７０度７５０メートルの点

宇和島市
蒋淵

別記２及
び４のと
おり

宇区
第４５号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市蒋淵
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市蒋淵２０９２番地落の鼻突端
点 ア Ａから下波仏碆見通し２００メートルの点
イ Ａから下波仏碆見通し４５０メートルの点
ウ Ａから１４７度７９０メートルの点
エ Ａから１６８度５７０メートルの点

宇和島市
蒋淵

別記２及
び４のと
おり

宇区
第４６号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市蒋淵
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市蒋淵２０９２番地落の鼻突端

Ｂ 宇和島市蒋淵２２２４番地美砂子護岸の南角標識
点 ア Ａから宇和島市下波仏碆見通し７０メートルの点

イ Ｂから宇和島市下波竜王鼻見通し２５０メートル
の点
ウ Ｂから宇和島市下波竜王鼻見通し２０メートルの
点
エ Ａから宇和島市下波仏碆見通し２０メートルの点

宇和島市
蒋淵

別記２及
び４のと
おり

宇区
第４７号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市蒋淵
地先

アイ、イウ、ウオ、オカ、カエ及びエアの６直線によって
囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市蒋淵２０５３番地西角標識

Ｂ Ａから８１度７２メートルの標識
Ｃ 宇和島市蒋淵２０９１番地押抜突端

点 ア Ａから宇和島市蒋淵２７５番地千碆見通し２０メー
トルの点
イ Ａから宇和島市蒋淵２７５番地千碆見通し１００メー
トルの点
ウ Ｂから２５度１２０メートルの点
エ Ｂから２５度４０メートルの点
オ Ｃから２５度１００メートルの点
カ Ｃから２５度２０メートルの点

宇和島市
蒋淵

別記２及
び４のと
おり

宇区
第４８号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市蒋淵
地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
とによって囲まれた区域

基点 Ａ 宇和島市蒋淵１９９４番地新浜作業場西角の標識
Ｂ 宇和島市蒋淵１９９４番地新浜作業場東角の標識

点 ア Ａから宇和島市蒋淵１０３０番地真珠貝作業場見通
し４０メートルの点
イ Ｂから宇和島市蒋淵４５２番地細木運河護岸の東
角見通し３０メートルの点

宇和島市
蒋淵

別記２及
び４のと
おり

宇区
第４９号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市蒋淵
地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市蒋淵１９９４番地新浜作業場西角

Ｂ 宇和島市蒋淵１９９４番地新浜作業場西角の標識
点 ア Ａから宇和島市蒋淵１００９番地北角の標識見通し

宇和島市
蒋淵

別記２及
び４のと
おり

－９－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

４０メートルの点
イ Ｂから宇和島市蒋淵１０３０番地真珠貝作業場見通
し４０メートルの点

宇区
第５０号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市蒋淵
地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市蒋淵１６９２番地東角の標識

Ｂ 宇和島市蒋淵１７０９番地作業場西角の標識
点 ア Ａから宇和島市蒋淵１０４５番地真珠作業場南角見

通し５０メートルの点
イ Ｂから宇和島市蒋淵１００９番地北角見通し８５メー
トルの点

宇和島市
蒋淵

別記２及
び４のと
おり

宇区
第５１号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市蒋淵
地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点 Ａ Ｂから護岸沿い北へ１５メートルの標識

Ｂ 宇和島市蒋淵１０７４－２番地前護岸南角
点 ア Ａから宇和島市蒋淵１０７１番地北角見通し３５メー

トルの点
イ Ｂから宇和島市蒋淵１９９３番地宿の浦はいたか神
社見通し４０メートルの点

宇和島市
蒋淵

別記２及
び４のと
おり

宇区
第５２号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市蒋淵
地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市蒋淵１０７４－２番地前護岸沿い北へ１５メ

ートルの標識
Ｂ 宇和島市蒋渕１０６８番地前護岸南角の標識

点 ア Ａから宇和島市蒋淵１９９３番地宿の浦はいたか神
社見通し３５メートルの点

イ Ｂから宇和島市蒋淵２０３３番地西角見通し３５メー
トルの点

宇和島市
蒋淵

別記２及
び４のと
おり

宇区
第５３号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市蒋淵
地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市蒋淵１０４３番地北角前護岸の標識

Ｂ 宇和島市蒋淵１０６８番地北角前護岸の標識
点 ア Ａから宇和島市蒋淵２０１１番地神明神社見通し５５

メートルの点
イ Ｂから宇和島市蒋淵２０３３番地西角見通し５０メー
トルの点

宇和島市
蒋淵

別記２及
び４のと
おり

宇区
第５４号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市蒋淵
地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市蒋淵９１７番地西角の標識

Ｂ 宇和島市蒋渕９４８番地東角の標識
点 ア Ａから宇和島市蒋淵５１５－７番地天神鼻護岸の

北角見通し５０メートルの点
イ Ｂから宇和島市蒋淵４５２番地細木運河護岸の西
角見通し４０メートルの点

宇和島市
蒋淵

別記２及
び４のと
おり

宇区
第５５号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市蒋淵
地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市蒋淵９１７番地西角の標識

Ｂ 宇和島市蒋淵９１３番地西角の標識
点 ア Ａから宇和島市蒋淵４５２番地細木運河護岸の西

角見通し５０メートルの点
イ Ｂから宇和島市蒋淵４５７番地よせが浦西角見通
し５０メートルの点

宇和島市
蒋淵

別記２及
び４のと
おり

宇区
第５６号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市蒋淵
地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市蒋淵５１５－７番地天神鼻埋立護岸北角

Ｂ Ａから護岸沿い西へ５５メートルの標識

宇和島市
蒋淵

別記２及
び４のと
おり

－１０－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

点 ア Ａから宇和島市蒋淵９８１番地蒋淵小学校前西鼻
見通し７０メートルの点
イ Ｂから宇和島市蒋淵９１８番地東端見通し６０メー
トルの点

宇区
第５７号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市蒋淵
地先

Ａア及びアＣの２直線とＡＣ間の最大低潮時海岸線から５
メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市蒋淵５１５－７番地天神鼻

Ｂ 宇和島市蒋淵５０２番地ぼら山突端の標識
Ｃ 宇和島市蒋淵Ｂメートル四二二二測量標識

点 ア Ｂから宇和島市蒋淵４５２番地細木運河護岸の東
角見通し５０メートルの点

宇和島市
蒋淵

別記２及
び４のと
おり

宇区
第５８号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市蒋淵
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市蒋淵１８９番地石原鼻

Ｂ Ａから南東へ海岸線沿い６８０メートルの標識
点 ア Ａから２２０度３９０メートルの点
イ Ａから２２０度２７０メートルの点
ウ Ｂから２２０度４８０メートルの点
エ Ｂから２２０度６００メートルの点

宇和島市
蒋淵

別記２及
び４のと
おり

宇区
第５９号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市蒋淵
地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市蒋淵９７７番地作業場北角前護岸の標識

Ｂ 宇和島市蒋淵９７８番地作業場北角前護岸の標識
点 ア Ａから宇和島市蒋渕５１５－７番地天神鼻埋立護

岸北角見通し６０メートルの点
イ Ｂから宇和島市蒋淵４６４－１番地南角前護岸の
見通し４０メートルの点

宇和島市
蒋淵

別記２及
び４のと
おり

宇区
第６０号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市蒋淵
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市蒋淵２１５番地小池東端の碆

Ｂ 宇和島市蒋淵１８９番地石原鼻から海岸線沿い６６０
メートルの標識

点 ア Ａから宿の浦１８２７番地庵寺見通し６７０メートル
の点
イ Ａから宿の浦１８２７番地庵寺見通し５５０メートル
の点
ウ Ｂから２２０度７００メートルの点
エ Ｂから２２０度８２０メートルの点

宇和島市
蒋淵

別記２及
び４のと
おり

宇区
第６１号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市蒋淵
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市蒋淵２１５番地小池東端の碆

Ｂ 宇和島市蒋淵１８９番地石原鼻から海岸線沿い７２０
メートルの標識

点 ア Ａから宿の浦１８２７番地庵寺見通し８７０メートル
の点
イ Ａから宿の浦１８２７番地庵寺見通し７５０メートル
の点
ウ Ｂから２２０度８９０メートルの点
エ Ｂから２２０度１，０１０メートルの点

宇和島市
蒋淵

別記２及
び４のと
おり

宇区
第６２号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市蒋淵
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市蒋淵３７５７番地からと鼻

Ｂ Ａから海岸線沿い東南へ１００メートルの標識
点 ア Ａから４５度３００メートルの点
イ Ｂから４５度２５０メートルの点
ウ Ｂから４５度５０メートルの点
エ Ａから４５度１００メートルの点

宇和島市
蒋淵

別記２及
び４のと
おり

宇区
第６３号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市蒋淵
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市下波大池鼻の碆南端

Ｂ 宇和島市下波黒崎鼻の碆南端

宇和島市
蒋淵

別記２及
び４のと
おり

－１１－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

点 ア Ａから宇和島市蒋淵２２２５番地美砂子鼻見通し１３
０メートルの点
イ Ａから宇和島市蒋淵２２２５番地美砂子鼻見通し３０
２メートルの点
ウ Ｂから宇和島市蒋淵大鵜留止島島頂見通し３１２
メートルの点
エ Ｂから宇和島市蒋淵大鵜留止島島頂見通し１４０
メートルの点

宇区
第６４号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市戸島
地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢの最大低潮時海岸線か
ら２０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市戸島平根岩

Ｂ 基点Ａから海岸線沿い西へ１００メートルの平根
標識

点 ア 宇和島市戸島平バエから松ケ山鼻見通し７０メー
トルの点
イ 宇和島市戸島平バエから松ケ山鼻見通し１７０メ
ートルの点

宇和島市
戸島

別記２及
び４のと
おり

宇区
第６５号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市戸島
地先

ＡＢ及びＢＣの２直線とＡＣ間の最大低潮時海岸線から２０
メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市戸島塩屋ケ尻の標識

Ｂ 宇和島市戸島沖碆頂
Ｃ 宇和島市戸島松ケ山鼻

宇和島市
戸島

別記２及
び４のと
おり

宇区
第６６号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市戸島
地先

Ａア、アＢ及びＢＣの３直線とＡＣ間の最大低潮時海岸線
から２０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市戸島まもと鼻

Ｂ 宇和島市戸島みたら碆頂
Ｃ 宇和島市戸島双子碆東角端

点 ア Ａから宇和島市戸島大小島北端見通し５０メート
ルの点

宇和島市
戸島

別記２及
び４のと
おり

宇区
第６７号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市戸島
地先

Ａア及びアＢの２直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線から５０
メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市戸島赤崎岩

Ｂ 宇和島市戸島権現神社鳥居前
点 ア Ａから宇和島市蒋渕黒島東端見通し２３０メート

ルの点

宇和島市
戸島

別記２及
び４のと
おり

宇区
第６８号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市戸島
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市戸島丸山標識

Ｂ 宇和島市戸島大内浦標識
点 ア Ａから１４５度１９０メートルの点

イ Ａから１４５度２９０メートルの点
ウ Ｂから１４５度３３０メートルの点
エ Ｂから１４５度４３０メートルの点

宇和島市
戸島

別記２及
び４のと
おり

宇区
第６９号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市戸島
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市戸島立碆の標識

Ｂ 宇和島市戸島美砂子浜の２号標識
点 ア Ａから４１度３０メートルの点
イ Ａから４１度１３０メートルの点
ウ Ｂから４１度１８０メートルの点
エ Ｂから４１度８０メートルの点

宇和島市
戸島

別記２及
び４のと
おり

宇区
第７０号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市戸島
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市戸島遠戸島横碆標識

Ｂ 宇和島市戸島遠戸島竹の浦標識
点 ア Ａから２７度１００メートルの点

イ Ａから２７度２００メートルの点
ウ Ｂから２７度１７０メートルの点
エ Ｂから２７度２７０メートルの点

宇和島市
戸島

別記２及
び４のと
おり

－１２－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

宇区
第７１号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市白浜
地先

Ａア、アイ、イウ及びウＣの４直線とＡＣ間の最大低潮時
海岸線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市白浜１８４番地の４（浜田三治所有地の

溝辺彰作業所）西角の標識
Ｂ 宇和鳥市白浜１７８番地の２（浜田三治所有地）
北角標識
Ｃ 宇和島市白浜１７８番地の２（浜田三治所有地）
東角標識

点 ア Ａから宇和島市九島漁港（本九島）東防波堤南
側突端見通し５０メートルの点

イ Ｂから宇和島市蛤新３番地の４（西崎石油タン
ク）南東角見通し５０メートルの点
ウ Ｃから宇和島市坂下津えび崎見通し５０�の点

宇和島市
（三浦、
旧宇和海
村を除く
）

別記２及
び４のと
おり

宇区
第７２号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市石応
地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ問の最大低潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点 Ａ 字和島市石応２４番地の２東角の標識

Ｂ 宇和島市石応２４番地の２西角の標識
点 ア Ａから宇和島市本九島白浜鼻見通し６０メートル

の点
イ Ｂから宇和島市小高島龍王島見通し６０メートル
の点

宇和島市
（三浦、
旧宇和海
村を除く
）

別記２及
び４のと
おり

宇区
第７３号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市石応
地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市石応堂崎西防波堤付根の標識

Ｂ Ａから海岸線沿い北へ５０メートルの標識
点 ア Ａから宇和島市戒山山頂見通し８０メートルの点

イ Ｂから５８度６０メートルの点

宇和島市
（三浦、
旧宇和海
村を除く
）

別記２及
び４のと
おり

宇区
第７４号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市石応
地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市石応堂崎西防波堤付根の標識から海岸

線沿い北へ５０メートルの標識
Ｂ Ａから海岸線沿い北へ５０メートルの標識

点 ア Ａから５８度６０メートルの点
イ Ｂから宇和島市本九島箱崎西端見通し５０メート
ルの点

宇和島市
（三浦、
旧宇和海
村を除く
）

別記２及
び４のと
おり

宇区
第７５号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市石応
水谷地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市石応水谷排水口

Ｂ 宇和島市石応１６９３番地の２（黒岩の埋立地）南
角から護岸沿い南へ９２メートルの標識

点 ア Ａから宇和島市遊子高島西の丸頂見通し１００メ
ートルの点
イ Ａから宇和島市遊子高島西の丸頂見通し４５０メ
ートルの点
ウ Ｂから北宇和郡吉田町野島島頂見通し２４０メー
トルの点
エ Ｂから北宇和郡吉田町野島島頂見通し５０メート
ルの点

宇和島市
（三浦、
旧宇和海
村を除く
）

別記２及
び４のと
おり

宇区
第７６号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市石応
水谷地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市石応水谷排水口から護岸沿い北へ１０メ

ートルの標識
Ｂ 宇和島市石応黒岩西端

点 ア Ａから宇和島市遊子高島西の丸頂見通し５００メ
ートルの点
イ Ａから宇和島市遊子高島西の丸頂見通し７００メ
ートルの点
ウ Ｂから３３５度５００メートルの点
エ Ｂから３３５度３００メートルの点

宇和島市
（三浦、
旧宇和海
村を除く
）

別記２及
び４のと
おり

－１３－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

宇区
第７７号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市大小
浜地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市石応水谷排水口から護岸沿い南へ１０メ

ートルの標識
Ｂ 宇和島市小浜琵琶ヶ島白石標識
Ｃ 宇和島市小浜琵琶ケ島丸山山頂

点 ア Ａから宇和島市遊子高島西の丸頂見通し５００メ
ートルの点
イ Ａから宇和島市遊子高島西の丸頂見通し７００メ
ートルの点
ウ Ｂから宇和島市九島小真坂鼻見通し３００メート
ルの点
エ Ｃから宇和島市小高島西端見通し５００メートル
の点

宇和島市
（三浦、
旧宇和海
村を除く
）

別記２及
び４のと
おり

宇区
第７８号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市大小
浜地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市小浜弥八鼻

Ｂ 宇和島市小浜防波堤北側付根
点 ア Ａから宇和島市小浜琵琶ヶ島北端見通し１４０メ

ートルの点
イ Ｂから宇和島市小浜瀬崎見通し６０メートルの点

宇和島市
（三浦、
旧宇和海
村を除く
）

別記２及
び４のと
おり

宇区
第７９号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市小浜
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市小浜字居浦２０２４の２標識

Ｂ 宇和島市小浜宇居浦２０２３の４標識
点 ア Ａから宇和島市小浜琵琶ヶ島白石北端見通し１０

メートルの点
イ Ｂから宇和島市小浜琵琶ヶ島北端見通し１０メー
トルの点
ウ Ｂから宇和島市小浜琵琶ヶ島北端見通し６０メー
トルの点
エ Ａから宇和島市小浜琵琶ヶ島白石北端見通し６０
メートルの点

宇和島市
（三浦、
旧宇和海
村を除く
）

別記２及
び４のと
おり

宇区
第８０号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市小浜
地先

Ａア、アイ、イウ、ウエ及びエＥの５直線とＡＥ間の最大
低潮時海岸線から３０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市小浜２００２番地（新田）東角の標識

Ｂ 宇和島市小浜琵琶ヶ島白石北端標識
Ｃ 宇和島市小浜琵琶ヶ島北端
Ｄ 宇和島市小浜琵琶ヶ島トベラギ鼻
Ｅ 宇和島市小浜竹が下西の鼻

点 ア Ｂから宇和島市石応水谷排水口見通し１８０メー
トルの点
イ Ｃから３５８度３７０メートルの点
ウ Ｄから宇和島市遊子二並島見通し５００メートル
の点
エ Ｅから宇和島市小池夫婦碆見通し延長線上１７０
メートルの点

宇和島市
（三浦、
旧宇和海
村を除く
）

別記２及
び４のと
おり

宇区
第８１号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市小池
地先

Ｂア、アイ、イウ及びウＢの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和鳥市小池竹が下西の鼻

Ｂ 宇和島市小池夫婦碆中央
Ｃ 宇和島市小池ヒラ瀬

点 ア ＡからＢ見通し延長線上１７０メートルの点
イ Ｃから宇和島市小池小城浦鼻見通し２００メート
ルの点
ウ Ｃから宇和島市小池小城浦鼻見通し１００メート
ルの点

宇和島市
（三浦、
旧宇和海
村を除く
）

別記２及
び４のと
おり

宇区
第８２号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市小池
地先

ＡＢ及びＢＣの２直線とＡＣ間の最大低潮時海岸線とによ
って囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市小池竹が下西の鼻

宇和島市
（三浦、
旧宇和海
村を除く
）

別記２及
び４のと
おり

－１４－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

Ｂ 宇和島市小池夫婦碆中央
Ｃ 宇和島市小池１７５６番地２住宅の西角

宇区
第８３号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市小池
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市小池小坪鼻

Ｂ 宇和島市小池小坪１５３１番地の２の北角標識
Ｃ 宇和島市小池石切鼻
Ｄ 宇和島市小池中碆
Ｅ 宇和島市小池中防波堤南側突端
Ｆ 宇和島市小池西防波堤西側付根

点 ア ＡからＦ見通し線とＣから宇和島市鳥首島北端
見通しの交点
イ ＡからＦ見通し線とＤから宇和島市遊子二並島
東島北端見通しの交点
ウ ＢからＥ見通し線とＤから宇和島市遊子二並島
東島北端見通しの交点
エ ＢからＥ見通し線とＣから宇和島市鳥首島北端
見通しの交点

宇和島市
（三浦、
旧宇和海
村を除く
）

別記２及
び４のと
おり

宇区
第８４号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市小池
小坪地先

ＡＢの直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
基点 Ａ 宇和島市小池小坪鼻

Ｂ 宇和島市小池小坪１５３１番地の２の北角標識

宇和島市
（三浦、
旧宇和海
村を除く
）

別記２及
び４のと
おり

宇区
第８５号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市小池
地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市小池小坪鼻

Ｂ 宇和島市小池１４２９番地前護岸の標識（西から２
つ目の階段より東へ３５メートル）

点 ア Ａから宇和島市小池西防波堤突端見通し１９０メ
ートルの点
イ Ｂから宇和島市小池竹が下西鼻見通し２７０メー
トルの点

宇和島市
（三浦、
旧宇和海
村を除く
）

別記２及
び４のと
おり

宇区
第８６号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市小池
地先

Ａア及びアＢの２直線とＢＡ間の最大低潮時海岸線から１０
メートルの線とによって囲まれた区域。ただし、宇区第８７号
及び宇特区第１８１号の漁業権漁場の区域を除く。
基点 Ａ 宇和島市小池１４２９番地前護岸の標識（西から２

つ目の階段より東へ２５メートル）
Ｂ 宇和島市小池鳥首島北端から護岸沿い南へ２０メ
ートルの標識

点 ア Ａから宇和島市小浜丸山西端見通し２７０メート
ルの点

宇和島市
（三浦、
旧宇和海
村を除く
）

別記２及
び４のと
おり

宇区
第８７号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市小池
地先

Ａア及びアＢの２直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線から５
メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市小池鳥首島山口新田北角の標識

Ｂ 宇和島市小池鳥首島南端の標識
点 ア Ａから宇和島市小池１３８６番地番小屋見通し線と

Ｂから宇和島市小浜琵琶ヶ島島頂見通し線との交
点

宇和島市
（三浦、
旧宇和海
村を除く
）

別記２及
び４のと
おり

宇区
第８８号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市小池
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市小池鳥首島内鼻

Ｂ 宇和島市小池鳥首島北端
点 ア Ａから宇和島市小浜琵琶ヶ島山頂見通し３００メ

ートルの点
イ Ａから宇和島市小浜琵琶ヶ島山頂見通し５００メ
ートルの点
ウ Ｂから宇和島市九島小真坂鼻見通し３５０メート
ルの点
エ Ｂから宇和島市九島真坂鼻見通し１５０メートル
の点

宇和島市
（三浦、
旧宇和海
村を除く
）

別記２及
び４のと
おり

－１５－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

宇区
第８９号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市小池
鳥首島地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市小池鳥首島北端

Ｂ 宇和島市小池字鳥首１９６９番地の標識
点 ア Ａから宇和島市遊子高島海水浴場桟橋付根見通

し３０メートルの点
イ Ａから宇和島市遊子高島海水浴場桟橋付根見通
し１２０メートルの点

ウ Ｂから宇和島市遊子高島西端見通し７０メートル
の点
エ Ｂから宇和島市遊子高島西端見通し２０メートル
の点

宇和島市
（三浦、
旧宇和海
村を除く
）

別記２及
び４のと
おり

宇区
第９０号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市小池
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市小池鳥首島北端

Ｂ 宇和島市小池鳥首島引出鼻より北へ３０メートル
の標識

点 ア Ａから宇和島市遊子高島東端見通し２００メート
ルの点
イ Ａから宇和島市遊子高島海水浴場桟橋付根見通
し５００メートルの点

ウ Ｂから宇和島市遊子高島坊主碆灯台見通し５００
メートルの点
エ Ｂから宇和島市遊子高島坊主碆灯台見通し１５０
メートルの点

宇和島市
（三浦、
旧宇和海
村を除く
）

別記２及
び４のと
おり

宇区
第９１号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市平浦
地先

Ａア、アイ、イウ、ウエ、エオ、オカ、カキ、キク、クケ
及びケＢの１０直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線から３０メート
ルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市小池鳥首引出鼻

Ｂ 宇和島市平浦はかり岩
Ｃ 宇和島市平浦西防波堤西側付根から防波堤沿い
南へ５０メートルの標識（防波堤屈折点）

Ｄ 宇和島市平浦字長刀１２５９番地東角標識
点 ア Ａから宇和島市遊子高島坊主碆灯台見通し５００

メートルの点
イ Ｂから宇和島市遊子龍王島見通し１０００メートル
の点
ウ Ｂから宇和島市遊子鶏小島見通し９００メートル
の点
エ Ｃから宇和島市三浦安米崎見通し３３０メートル
の点
オ Ｄから宇和島市三浦名切鼻見通し２８０メートル
の点
カ Ｄから宇和島市三浦名切鼻見通し１２０メートル
の点
キ Ｃから宇和島市三浦安米崎見通し８０メートルの
点
ク Ｂから宇和島市三浦山崎鼻見通し１５０メートル
の点
ケ Ｂから宇和島市遊子鶏小島見通し１１０メートル
の点

宇和島市
（三浦、
旧宇和海
村を除く
）

別記２及
び４のと
おり

宇区
第９２号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市平浦
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市平浦字長刀１２５９番地東角標識

Ｂ 宇和島市平浦浮防波堤西側付根
点 ア Ａから宇和島市三浦名切鼻見通し１２０メートル

の点
イ Ａから宇和島市三浦名切鼻見通し２８０メートル
の点
ウ Ｂから宇和島市三浦尾崎鼻見通し２５０メートル
の点
エ Ｂから宇和島市三浦尾崎鼻見通し１２０メートル

宇和島市
（三浦、
旧宇和海
村を除く
）

別記２及
び４のと
おり

－１６－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

の点

宇区
第９３号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市平浦
地先

ＡＢ、Ｂア及びアＣの３直線とＡＣ間の最大低潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市平浦字舟木１０３４番地の２南西角の標識

Ｂ 宇和島市平浦浮防波堤西側突端
Ｃ 宇和島市平浦長刀字１２８７番地東角

点 ア Ｃから宇和島市三浦尾崎鼻見通し１００メートル
の点

宇和島市
（三浦、
旧宇和海
村を除く
）

別記２及
び４のと
おり

宇区
第９４号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市平浦
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市平浦１０５９番地の２地先作業場西角

Ｂ 宇和島市平浦いこいの家西角
点 ア Ａから宇和島市三浦長碆鼻大岩見通し９０メート

ルの点
イ Ａから宇和島市三浦長碆鼻大岩見通し２００メー
トルの点
ウ Ｂから宇和島市三浦尾崎荒網代の鼻見通し１７０
メートルの点
エ Ｂから宇和島市三浦尾崎荒縄代の鼻見通し６０メ
ートルの点

宇和島市
（三浦、
旧宇和海
村を除く
）

別記２及
び４のと
おり

宇区
第９５号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市平浦
地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市平浦１０３２番地の２の標識

Ｂ 宇和島市平浦新２４番地の１（ニワトリ碆）の標
識

点 ア Ａから１９６度１００メートルの点（番小屋見通し）
イ Ｂから宇和島市蕨と同市三浦との最大高潮時海
岸線における境界見通し８０メートルの点

宇和島市
（三浦、
旧宇和海
村を除く
）

別記２及
び４のと
おり

宇区
第９６号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市蕨地
先

ＡＢ及びＣＤの２直線とＡＤ間及びＢＣ間の最大低潮時海
岸線から１０メートルの線とによって囲まれた区域。但し、ア
イ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域を除
く。
基点 Ａ 宇和島市平浦新２４番地の１（ニワトリ碆）の標

識
Ｂ 宇和島市蕨と同市三浦との最大高潮時海岸線に
おける境界
Ｃ 宇和島市蕨蕨崎与八山員外３０番地護岸北角より
海岸沿い東へ２２メートルの標識

Ｄ 宇和島市平浦新２７番地の１の標識
点 ア ＡからＢ見通し８０メートルの点

イ ＡからＢ見通し１３０メートルの点
ウ ＤからＣ見通し１３０メートルの点
エ ＤからＣ見通し９０メートルの点

宇和島市
（三浦、
旧宇和海
村を除く
）

別記２及
び４のと
おり

宇区
第９７号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市蕨地
先

Ａア、アイ及びイＢの３直線と最大低潮時海岸線から１０メ
ートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市蕨蕨崎与八山員外３０番地護岸北角より

海岸沿い東に２２メートルの標識
Ｂ 宇和島市蕨大谷鼻突端
Ｃ 宇和島市平浦新２７番地の１の標識

点 ア ＡからＣ見通し７０メートルの点
イ Ｂから３０４度８０メートルの点

宇和島市
（三浦、
旧宇和海
村を除く
）

別記２及
び４のと
おり

宇区
第９８号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市平浦
地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市平浦横網代９１６番地の９標識

Ｂ 宇和島市平浦新２７番地の１の標識
Ｃ 宇和島市蕨蕨崎与八山員外３０番地護岸北角より
護岸沿い東へ２２メートルの標識

Ｄ 宇和島市蕨居浦１４番地の３（中浜）の標識

宇和島市
（三浦、
旧宇和海
村を除く
）

別記２及
び４のと
おり

－１７－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

点 ア ＡからＤ見通し７０メートルの点
イ ＢからＣ見通し８０メートルの点

宇区
第９９号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市蕨地
先

Ａア、アイ及びイＤの３直線とＡＤ間の最大低潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市蕨大谷東標識

Ｂ 宇和島市蕨居浦１４番地の３（中浜）の標識
Ｃ 宇和島市蕨蕨公民館南角
Ｄ 宇和島市平浦横網代９１６番地の９標識
Ｅ 宇和島市平浦９１６番地の５西端

点 ア ＡからＥ見通し２００メートルの点
イ ＢからＤ見通し９５メートルの点

宇和島市
（三浦、
旧宇和海
村を除く
）

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１００
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市九島
地先

アイ、イウ、ウエ、エオ及びオアの５直線によって囲まれ
た区域
基点 Ａ 宇和島市九島真坂鼻南標識

Ｂ 宇和島市九島小真坂鼻
点 ア Ａから宇和島市小池鳥首島北端見通し６０メート

ルの点
イ Ａから宇和島市小池鳥首島北端見通し５７０メー
トルの点
ウ Ｂから宇和島市小浜琵琶ヶ島北端見通し４００メ
ートルの点
エ Ｂから宇和島市小浜琵琶ヶ島北端見通し２６０メ
ートルの点
オ Ｂから３１３度２６０メートルの点

宇和島市
（三浦、
旧宇和海
村を除く
）

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１０１
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市九島
裏地先

アイ、イウ、ウエ、エオ、オカ、カキ及びキアの７直線に
よって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市九島アイノ谷の標識

Ｂ 宇和島市九島真坂鼻双碆突端
点 ア Ａから３０３度１４０メートルの点
イ Ａから３０３度６４０メートルの点
ウ Ｂから北宇和郡吉田町野島島頂通し６００メート
ルの点
エ Ｂから２２３度６９０メートルの点
オ Ｂから宇和島市小池鳥首島北端見通し５５０メー
トルの点
カ Ｂから宇和島市小池鳥首島北端見通し８０メート
ルの点
キ Ｂから北宇和郡吉田町野島島頂見通し８０メート
ルの点

宇和島市
（三浦、
旧宇和海
村を除く
）

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１０２
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市三浦
無月地先

Ａア、アイ、イウ、ウエ及びエＣの５直線とＡＣ間の最大
低潮時海岸線から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市三浦と同市蕨との最大高潮時海岸線に

おける境界
Ｂ 宇和島市三浦無月崎埋立地南角
Ｃ 宇和島市三浦無月川河口右岸端

点 ア Ａから２７５度２００メートルの点
イ Ｂから宇和島市三浦山崎鼻東端見通し２００メー
トルの点
ウ Ｂから宇和島市三浦山崎鼻東端見通し４００メー
トルの点
エ Ｃから宇和島市三浦深浦真谷見通し６５０メート
ルの点

宇和島市
三浦

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１０３
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市三浦
船隠地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市三浦船隠川河口右岸端

Ｂ 宇和島市三浦東１７６１番地西端の標識
点 ア Ａから宇和島市三浦小外鼻見通し１６０メートル

宇和島市
三浦

別記２及
び４のと
おり

－１８－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

の点
イ Ｂから宇和島市三浦小外鼻見通し１５０メートル
の点

宇区
第１０４
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市三浦
天満地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市三浦東１７４７番地北端の標識

Ｂ 宇和島市三浦東１９５５番地１西北端の標識
点 ア Ａから宇和島市三浦西３１６３番地採石場見通し１２

０メートルの点
イ Ｂから宇和島市三浦赤崎鼻見通し１３０メートル
の点

宇和島市
三浦

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１０５
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市三浦
豊浦地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市三浦赤崎鼻

Ｂ 宇和島市三浦鶴神鼻
点 ア Ａから宇和島市三浦無月崎埋立地南角見通し１８

０メートルの点
イ Ｂから宇和島市三浦西新２番地南角見通し１７０
メートルの点

宇和島市
三浦

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１０６
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市三浦
豊浦地先

Ａア、アイ、イウ及びウＣの４直線とＡＣ間の最大低潮時
海岸線から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市三浦西３１９０番地南端の標識

Ｂ 宇和島市三浦西新２番地南角
Ｃ 宇和島市三浦おしめ鼻

点 ア Ａから宇和島市三浦鶴神鼻より東へ護岸沿い９０
メートルの標識見通し１５０メートルの点
イ Ｂから宇和島市三浦赤崎鼻見通し１５０メートル
の点
ウ Ｃから宇和島市三浦東１７６１番地南角見通し１００
メートルの点

宇和島市
三浦

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１０７
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市三浦
豊浦地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から２０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市三浦おしめ鼻から海岸沿い北西へ７０メ

ートルの標識
Ｂ 宇和島市三浦徳利碆沖鼻

点 ア Ａから宇和島市三浦高松鼻見通し２００メートル
の点
イ Ｂから宇和島市平浦下手先見通し２７０メートル
の点

宇和島市
三浦

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１０８
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市三浦
豊浦地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域。ただし、宇特
区第１９３号漁業権漁場を除く。
基点 Ａ 宇和島市三浦徳利碆沖鼻

Ｂ 宇和島市三浦尾崎鼻
点 ア Ａから宇和島市平浦下手先見通し６５０メートル

の点
イ Ｂから宇和島市平浦地の間鼻見通し６００メート
ルの点

宇和島市
三浦

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１０９
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市三浦
尾崎地先

Ａア、アイ、イＤ及びＢＣの４直線とＡＤ間の最大低潮時
海岸線から２０メートルの線とによって囲まれた区域。ただし
、宇特区第１９４号漁業権漁場区域を除く。
基点 Ａ 宇和島市三浦尾崎鼻

Ｂ 宇和島市三浦すべんとう突端
Ｃ 宇和島市三浦寺ヶ鼻
Ｄ 宇和島市三浦みかん鼻

点 ア Ａから宇和島市三浦山崎鼻見通し１５０メートル
の点

宇和島市
三浦

別記２及
び４のと
おり

－１９－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

イ Ｂから宇和島市三浦安米崎見通し５６０メートル
の点

宇区
第１１０
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市三浦
大内地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市三浦竹ヶ鼻東端の標識

Ｂ 宇和島市三浦竹ヶ鼻西端の標識
点 ア Ａから３３３度２００メートルの点

イ Ｂから宇和島市三浦山崎神社見通し２００メート
ルの点

宇和島市
三浦

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１１１
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市三浦
大内地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市三浦名切崎

Ｂ 宇和島市三浦西新１０番地前護岸標識
点 ア Ａから宇和島市三浦尾崎御伊勢神社見通し２００

メートルの点
イ Ｂから宇和島市三浦西４４０番地東角の標識見通
し２１０メートルの点

宇和島市
三浦

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１１２
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市三浦
安米地先

Ａア、アイ、イウ及びウＣの４直線とＡＣ間の最大低潮時
海岸線から２０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市三浦西４４０番地東角の標識

Ｂ 宇和島市三浦安米崎落碆の標識
Ｃ 宇和島市三浦ヨタゴ鼻

点 ア Ａから宇和島市三浦名切崎見通し２２５メートル
の点
イ Ｂから宇和島市三浦竹ヶ鼻見通し２００メートル
の点
ウ Ｃから宇和島市三浦寺ヶ鼻見通し２００メートル
の点

宇和島市
三浦

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１１３
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇和島市三浦
安米地先

Ａア、アイ、イウ及びウＢの４直線とＡＢ間の最大低潮時
海岸線から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 宇和島市三浦山崎鼻東端から南へ海岸沿い１００

メートルの標識
Ｂ 宇和島市三浦と同市遊子との最大高潮時海岸線
における境界（山崎鼻）

宇和島市
三浦

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１１４
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町北灘福浦地
先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町北灘福浦蜂ノ巣鼻
点 ア Ａから１７１．５度７４５メートルの点

イ Ａから１６１度４８６メートルの点
ウ Ａから２０３度５１０メートルの点
エ Ａから１９４．５度７６０メートルの点

北宇和郡
津島町北
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１１５
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町北灘福浦地
先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町北灘福浦キワタジリの標識

Ｂ 北宇和郡津島町北灘福浦中水谷の標識
点 ア Ａから北宇和郡津島町北灘福浦明神石垣中央見

通し１４０メートルの点
イ Ａから北宇和郡津島町北灘福浦明神石垣中央見
通し３０メートルの点

ウ Ｂから北宇和郡津島町北灘福浦サザエ碆見通し
１００メートルの点
エ Ｂから北宇和郡津島町北灘福浦サザエ碆見通し
２００メートルの点

北宇和郡
津島町北
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１１６
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町北灘福浦地
先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町北灘福浦須ケ鼻

Ｂ Ａから海岸線沿い南へ５０メートルの標識
点 ア Ｂから北宇和郡津島町北灘福浦川口右岸端見通

北宇和郡
津島町北
灘

別記２及
び４のと
おり

－２０－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

し１００メートルの点
イ Ａから北宇和郡津島町北灘福浦キワタジリ護岸
中央の標識見通し９０メートルの点

宇区
第１１７
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町北灘地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町北灘松笠鼻

Ｂ 北宇和郡津島町北灘シノバシ第４号３７７の８（
北灘漁協所有）埋立地北角から海岸沿い南へ６０メ
ートルの標識

点 ア Ａから北宇和郡津島町北灘国延鼻東側見通し８２
メートルの点
イ Ｂから北宇和郡津島町北灘甲７５６番地住宅北角
見通し８２メートルの点

北宇和郡
津島町北
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１１８
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町北灘地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から５メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町北灘甲１０３２番地の２北角

Ｂ 北宇和郡津島町北灘甲１０３２番地の２南角
点 ア Ａから北宇和郡津島町北灘甲２２２９番地住宅南角

見通し３３メートルの点
イ Ｂから北宇和郡津島町北灘シノバシ登山口見通
し３０メートルの点

北宇和郡
津島町北
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１１９
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町北灘地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町北灘大日提防波堤北側突端

Ｂ 北宇和郡津島町北灘内の須口東側突端
点 ア Ａから北宇和郡津島町北灘坪浦鼻見通し１００メ

ートルの点
イ Ａから北宇和郡津島町北灘坪浦鼻見通し５５０メ
ートルの点
ウ Ｂから北宇和郡津島町北灘第４号５の８（北灘
漁協）集荷場北角見通し７００メートルの点

エ Ｂから北宇和郡津島町北灘第４号５の８（北灘
漁協）集荷場北角見通し２５０メートルの点

北宇和郡
津島町北
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１２０
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町北灘地先

Ａア及びイＢの２直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線及び同
海岸線から３０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町北灘大日提防波堤北側突端

Ｂ 北宇和郡津島町北灘内の須口東側突端
点 ア Ａから北宇和郡津島町北灘坪浦鼻見通し３０メー

トルの点
イ Ｂから北宇和郡津島町北灘第４号５の８（北灘
漁協）集荷場北角見通し３０メートルの点

北宇和郡
津島町北
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１２１
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町北灘地先

Ａア及びＢイの２直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線及び同
海岸線から３０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町北灘南部小学校正門から海岸沿

い南へ７０メートルの標識
Ｂ 北宇和郡津島町北灘小日提小梅谷溝北角

点 ア ＡからＢ見通し３０メートルの点
イ ＢからＡ見通し３０メートルの点

北宇和郡
津島町北
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１２２
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町北灘地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域。ただし、ウエ
、エオ、オカ、カキ、キク及びクウの６直線によって囲まれ
た区域を除く。
基点 Ａ 北宇和郡津島町北灘内の須口西側突端

Ｂ 北宇和郡津島町北灘曲烏下り松
点 ア Ａから北宇和郡津島町北灘松笠鼻見通し７６０メ

ートルの点
イ Ｂから北宇和郡津島町北灘稲ケ窪見通し２５０メ
ートルの点

北宇和郡
津島町北
灘

別記２及
び４のと
おり

－２１－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

ウ Ａから北宇和郡津島町北灘松笠鼻見通し１２６メ
ートルの点
エ Ａから３３２度１７２メートルの点
オ Ｂから北宇和郡津島町北灘稲ケ窪見通し１３２メ
ートルの点
カ Ｂから北宇和郡津島町北灘稲ケ窪見通し５０メー
トルの点
キ Ａから３１０度１７２メートルの点
ク Ａから北宇和郡津島町北灘松笠鼻見通し６２メー
トルの点

宇区
第１２３
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町北灘地先

Ａア、アイ、イウ及びウＣの４直線とＡＣ間の最大低潮時
海岸線から３０メートルの線とによって囲まれた区域。ただし
、エオ、オカ、カキ及びキエの４直線によって囲まれた区域
を除く。
基点 Ａ 北宇和郡津島町北灘丁１４４５番地の８地先地下海

水吸水構から東へ直線で１０メートルの標識
Ｂ 北宇和郡津島町北灘碆ノ元標識
Ｃ 北宇和郡津島町北灘黒滝標識

点 ア Ａから北宇和郡津島町北灘稲ケ窪見通し３００メ
ートルの点
イ Ｂから北宇和郡津島町北灘牛の浦鼻見通し３００
メートルの点
ウ Ｃから北宇和郡津島町北灘恵美須鼻見通し４００
メートルの点
エ Ａから北宇和郡津島町北灘稲ケ窪見通し８０メー
トルの点
オ Ａから北宇和郡津島町北灘稲ケ窪見通し１４６メ
ートルの点
カ Ｃから北宇和郡津島町北灘恵美須鼻見通し３００
メートルの点
キ Ｃから北宇和郡津島町北灘恵美須鼻見通し２５０
メートルの点

北宇和郡
津島町北
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１２４
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町北灘地先

キア、アイ及びイＢの３直線とキＢ間の最大低潮時海岸線
から５０メートルの線とによって囲まれた区域。ただし、ウエ
、エオ、オカ及びカウの４直線によって囲まれた区域を除く
。
基点 Ａ 北宇和郡津島町北灘黒滝標識
点 ア Ａから北宇和郡津島町北灘掛網代恵美須鼻見通

し３６０メートルの点
イ Ａから２９１度７６０メートルの点
ウ Ａから北宇和郡津島町北灘掛網代恵美須鼻見通
し２５０メートルの点

エ Ａから北宇和郡津島町北灘掛網代恵美須鼻見通
し３００メートルの点

オ Ａから２８８度７３０メートルの点
カ Ａから２８４度６９５メートルの点
キ Ａから２５７度５８２メートルの点

北宇和郡
津島町北
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１２５
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町北灘地先

Ａア、アイ、イウ、ウエ及びエＢの５直線とＡＢ間の最大
低潮時海岸線から５０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町北灘羽釜鼻

Ｂ 北宇和郡津島町北灘大瀬鼻
点 ア Ａから北宇和郡津島町前島島頂見通し５７０メー

トルの点
イ Ｂから１９３度９６５メートルの点
ウ Ｂから１３５度３６５メートルの点
エ Ｂから北宇和郡津島町前島島頂見通し６０メート
ルの点

北宇和郡
津島町北
灘

別記２及
び４のと
おり

－２２－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

宇区
第１２６
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町田之浜地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時５０メー
トルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町田之浜ハガマの鼻

Ｂ 北宇和郡津島町田之浜小水谷の鼻
点 ア Ａから北宇和郡津島町成由良小学校成本校体育

館東端見通し２５０メートルの点
イ Ｂから北宇和郡津島町成船越運河灯台見通し２０
０メートルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１２７
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町田之浜地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町田之浜ハガマの鼻

Ｂ 北宇和郡津島町田之浜ダシビキの鼻
点 ア Ａから北宇和郡津島町前島島頂見通し４３０メー

トルの点
イ Ａから北宇和郡津島町前島島頂見通し５７０メー
トルの点
ウ Ｂから２５４度見通し８１０メートルの点
エ Ｂから２５４度見通し６３０メートルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１２８
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町田之浜地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町田之浜真浦護岸沿い南端から北

へ７０メートルの標識
Ｂ Ａから護岸沿い北へ１５２メートルの標識

点 ア Ａから北宇和郡津島町竹ヶ島オシデノ鼻見通し
７０メートルの点
イ Ａから北宇和郡津島町竹ヶ島オシデノ鼻見通し
１８０メートルの点
ウ Ｂから北宇和郡津島町竹ヶ島真珠作業場北端見
通し２１０メートルの点

エ Ｂから北宇和郡津島町竹ヶ島真珠作業場北端見
通し９５メートルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１２９
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町曽根地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から３０メートルの線とによって囲まれた区域。
ただし、ウエ、エオ、オカ及びカウの４直線によって囲まれ

た区域を除く。
基点 Ａ 北宇和郡津島町曽根中瀬の標識

Ｂ 北宇和郡津島町ウドの鼻
点 ア Ａから北宇和郡津島町裸島西端見通し７５０メー

トルの点
イ Ｂから北宇和郡津島町前島東端見通し７００メー
トルの点
ウ Ａから北宇和郡津島町裸島西端見通し２５０メー
トルの点
エ Ａから北宇和郡津島町裸島西端見通し３５０メー
トルの点
オ Ｂから北宇和郡津島町前島東端見通し３００メー
トルの点
カ Ｂから北宇和郡津島町前島東端見通し２００メー
トルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１３０
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町曽根地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から３０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町ウドの鼻

Ｂ 北宇和郡津島町大迫の鼻
点 ア Ａから北宇和郡津島町前島東端見通し５００メー

トルの点
イ Ｂから北宇和郡津島町竹ヶ島南端見通し４９０メ
ートルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１３１
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町曽根地先

Ａア及びアＢの２直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線から１０
メートルの線とによって囲まれた区域

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

－２３－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

基点 Ａ 北宇和郡津島町曽根桟橋付根中央
Ｂ 北宇和郡津島町脇５４４番地住宅南角前護岸標識

点 ア Ａから北宇和郡津島町畑の浦護岸西端見通し９０
メートルの点

宇区
第１３２
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町田颪地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
５０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町田颪広浦コンクリート護岸東端

Ｂ 北宇和郡津島町田颪広浦越の鼻
点 ア 北宇和郡津島町裸島西端見通し２８０メートルの

点
イ 北宇和郡津島町北灘庄の島西端見通し３２０メー
トルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１３３
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町田颪地先

Ａア、アイ、イウ、ウエ、エオ、オカ、カキ及びキＢの８
直線及びＡＢ間の最大低潮時海岸線１０メートルの線とによっ
て囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町田颪１２０番地住宅北東角

Ｂ 北宇和郡津島町田颪曽根殿神社前護岸標識
Ｃ 北宇和郡津島町田颪コバマの鼻
Ｄ 北宇和郡津島町田颪丸バエの鼻
Ｅ 北宇和郡津島町田颪広浦越の鼻

点 ア Ａから北宇和郡津島町北灘黒ハエの鼻見通し２４
０メートルの点
イ Ｃから北宇和郡津島町北灘柏崎（沖側）山頂見
通し２４０メートルの点

ウ Ｃから北宇和郡津島町北灘柏崎（沖側）山頂見
通し４００メートルの点

エ Ｄから北宇和郡津島町北灘柏崎（沖側）山頂見
通し３００メートルの点

オ Ｅから北宇和郡津島町北灘庄の島西端見通し３２
０メートルの点
カ Ｅから北宇和郡津島町北灘庄の島西端見通し８０
メートルの点
キ Ｂから北宇和郡津島町田颪外浦防波堤先端見通
し７０メートルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１３４
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町田颪地先

Ａア、アイ、イＤ、Ｄウ及びウＢの５直線とＡＢ間の最大
低潮時海岸線１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町田颪ハソノ鼻北東角

Ｂ 北宇和郡津島町田颪ハソノ鼻北西角
Ｃ 北宇和郡津島町田颪外の浦防波堤東側付根
Ｄ 北宇和郡津島町田颪外の浦防波堤東側先端

点 ア Ａから北宇和郡津島町曽根防波堤先端見通し７０
メートルの点
イ Ｄから北宇和郡津島町曽根八幡神社見通し５０メ
ートルの点
ウ ＣからＤ見通し４０メートルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１３５
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町田颪地先

Ａア、Ｃア、アイ及びイＢの４直線とＡＢ間の最大低潮時
海岸線から３０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町田颪防波堤西側付根

Ｂ 北宇和郡津島町田颪大明崎突端
Ｃ Ａから防波堤沿い東へ９０メートルの標識

点 ア Ａから北宇和郡津島町曽根八幡神社見通し８０メ
ートルの点
イ Ｂから北宇和郡津島町曽根大迫の鼻見通し３００
メートルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１３６
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町田颪浅碆地
先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
。ただし、オカ、カキ、キク及びクオの４直線によって囲ま
れた区域並びにケコ、コサ、サシ及びシケの４直線によって

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

－２４－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

囲まれた区域を除く。
基点 Ａ 北宇和郡津島町田颪外の浦防波堤西側突端

Ｂ 北宇和郡津島町田颪外の浦防波堤前面付根から
東へ３０メートルの標識

点 ア Ａから津島町柏崎から東へ２番目山頂見通し（
３３４度３０分）３２０メートルの点
イ Ａから津島町柏崎から東へ２番目山頂見通し（
３３４度３０分）８６０メートルの点
ウ Ｂから北宇和郡津島町庄の島灯台見通し８６０メ
ートルの点
エ Ｂから北宇和郡津島町庄の島灯台見通し３４０メ
ートルの点
オ Ａから北宇和郡津島町柏崎から東へ２番目山頂
見通し（３３４度３０分）４８０メートルの点

カ Ａから北宇和郡津島町柏崎から東へ２番目山頂
見通し（３３４度３０分）５２０メートルの点

キ Ｂから北宇和郡津島町庄の島灯台見通し５３０メ
ートルの点
ク Ｂから北宇和郡津島町庄の島灯台見通し４９０メ
ートルの点
ケ Ａから津島町柏崎から東へ２番目山頂見通し（
３３４度３０分）６７０メートルの点
コ Ａから津島町柏崎から東へ２番目山頂見通し（
３３４度３０分）７１０メートルの点
サ Ｂから北宇和郡津島町庄の島灯台見通し７２０メ
ートルの点
シ Ｂから北宇和郡津島町庄の島灯台見通し６８０メ
ートルの点

宇区
第１３７
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町田颪地先

Ａア、アイ、イウ及びウＢの４直線とＡＢ間の最大低潮時
海岸線から２０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町田颪大明崎突端

Ｂ 北宇和郡津島町田颪荒綱代中鼻
Ｃ 北宇和郡津島町田颪荒綱代南隅の標識

点 ア Ｃから宇和島市御五神島北端見通し２００メート
ルの点
イ Ｃから宇和島市御五神島北端見通し４０メートル
の点
ウ Ｂから宇和島市御五神島東端見通し２０メートル
の点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１３８
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町泥目水地先

アイ、イウ、ウエ、エオ、オカ、カキ及びキアの７直線に
よって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町泥目水中ショウジの標識

Ｂ 北宇和郡津島町泥目水中瀬
Ｃ 北宇和郡津島町泥目水エボシ鼻
Ｄ 北宇和郡津島町泥目水消防詰所前護岸北角

点 ア Ａから北宇和郡津島町竹ヶ島水トリノ鼻見通し
１５０メートルの点
イ Ａから北宇和郡津島町竹ヶ島水トリノ鼻見通し
２５０メートルの点
ウ Ｃから北宇和郡津島町平井白石鼻見通し３６０メ
ートルの点
エ Ｄから北宇和郡津島町泥目水立碆見通し５６０メ
ートルの点
オ Ｄから北宇和郡津島町泥目水立碆見通し３１０メ
ートルの点
カ Ｃから北宇和郡津島町平井白石鼻見通し１００メ
ートルの点
キ Ｂから北宇和郡津島町須下崎見通し６０メートル
の点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

－２５－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

宇区
第１３９
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町泥目水地先

Ａア、アイ、イウ、ウエ、エオ、オカ、カキ及びキＣの８
直線とＡＣ間の最大低潮時海岸線から１０メートルの線とによ
って囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町泥目水西ヶ坂防波堤南西角先端

Ｂ 北宇和郡津島町泥目水下灘漁協真珠貝研究所の
護岸西端
Ｃ 北宇和郡津島町泥目水下灘漁協真珠貝研究所の
護岸南角
Ｄ 北宇和郡津島町泥目水城のコンクリート護岸北
端
Ｅ 北宇和郡津島町泥目水白石の磯北端
Ｆ 北宇和郡津島町泥目水ウバハエから海岸線沿い
東へ１００メートルの標識

Ｇ Ｄから南へ１４０メートルの標識
点 ア ＡからＧ見通し１４０メートルの点
イ Ｂから北宇和郡津島町泥目水立碆北端から東へ
１７５メートルの標識見通し４１０メートルの点
ウ Ｆから北宇和郡津島町泥目水トノ浦灘西端見通
し３００メートルの点

エ Ｆから北宇和郡津島町泥目水トノ浦灘西端見通
し１０メートルの点
オ Ｅから北宇和郡津島町竹ヶ島水トリノ鼻見通し
８０メートルの点
カ Ｄから真方位２４１度６０メートルの点
キ Ｃから北宇和郡津島町泥目水ウバハエ見通し５０
メートルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１４０
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町泥目水地先

Ａア、アイ、イウ、ウエ、エオ、オカ、カキ、キク、クケ
及びケＡの１０直線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町泥目水ウバ碆

Ｂ Ａから海岸線沿い東へ１００メートルの標識
Ｃ 北宇和郡津島町泥目水立碆北端の標識
Ｄ 北宇和郡津島町泥目水上溝鼻
Ｅ 北宇和郡津島町下溝鼻

点 ア Ｂから北宇和郡津島町泥目水エボシ鼻見通し１７
０メートルの点
イ Ａから北宇和郡津島町泥目水トノ浦灘西端見通
し１６０メートルの点

ウ Ａから北宇和郡津島町泥目水トノ浦灘西端見通
し３００メートルの点

エ Ｃから北宇和郡津島町竹ヶ島水トリノ鼻見通し
４００メートルの点
オ Ｅから北宇和郡津島町平井サンジロ鼻見通し３５
０メートルの点
カ Ｃから北宇和郡津島町平井サンジロ鼻見通し１０
０メートルの点
キ Ｄから北宇和郡津島町須下崎見通し１００メート
ルの点
ク Ｃから北宇和郡津島町竹ヶ島水トリノ鼻見通し
１００メートルの点
ケ Ｃから北宇和郡津島町竹ヶ島水トリノ鼻見通し
５０メートルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１４１
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町坪井地先

Ａア、アイ、イウ、ウエ及びエＣの５直線とＡＣ間の最大
低潮時海岸線から４０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町坪井下溝鼻

Ｂ 北宇和郡津島町下溝中央標識
Ｃ 北宇和郡津島町坪井ソネ崎西角

点 ア Ａから北宇和郡津島町平井サンジロ鼻見通し５０
０メートルの点
イ Ｂから北宇和郡津島町平井白石鼻見通し５１０メ

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

－２６－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

ートルの点
ウ Ｂから北宇和郡津島町平井白石鼻見通し３３５メ
ートルの点
エ Ｃから北宇和郡津島町平井サジヶ浦鼻見通し３２
０メートルの点

宇区
第１４２
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町坪井地先

Ａア、アイ、イウ及びウＣの４直線とＡＣ間の最大低潮時
海岸線から４０メートルの線とによって囲まれた区域ただし宇
特区２２５号漁業権漁場区域を除く。
基点 Ａ 北宇和郡津島町坪井ソネ崎西角

Ｂ 北宇和郡津島町坪井ソネ崎東角
Ｃ 北宇和郡津島町坪井黒鼻

点 ア Ａから北宇和郡津島町平井サジヶ浦見通し５００
メートルの点
イ Ｂから北宇和郡津島町曲烏州鼻見通し５４０メー
トルの点
ウ Ｃから北宇和郡津島町曲烏引出鼻見通し７３０メ
ートルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１４３
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町坪井地先

Ａア及びアＢの２直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線から１０
メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町坪井下刈谷引揚上ノ道標識

Ｂ 北宇和郡津島町坪井下刈谷鼻
点 ア Ａから北宇和郡津島町嵐ハゲの鼻見通し線とＢ

から同町坪井竜王鼻見通し線との交点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１４４
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町坪井地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町坪井下刈谷福島鼻

Ｂ 北宇和郡津島町坪井中鼻
点 ア Ａから北宇和郡津島町嵐宮の鼻桟橋見通し（８７

度）２４０メートルの点
イ Ｂから北宇和郡津島町横浦小島の谷護岸南端見
通し２００メートルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１４５
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町横浦地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町横浦小島の谷中央の標識

Ｂ 北宇和郡津島町嵐小島の谷鼻
点 ア Ａから北宇和郡津島町坪井中鼻見通し２００メー

トルの点
イ Ａから北宇和郡津島町坪井中鼻見通し３００メー
トルの点
ウ Ｂから北宇和郡津島町坪井下刈谷福島鼻見通し
２７０メートルの点
エ Ｂから北宇和郡津島町坪井下刈谷福島鼻見通し
１７０メートルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１４６
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町嵐地先

Ｂア、アイ、イウ、ウエ及びエＢの５直線とＢの最大低潮
時海岸線から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町横浦小島の谷中央標識

Ｂ 北宇和郡津島町嵐小島の島頂
点 ア Ａから北宇和郡津島町坪井下刈谷南隅見通し線

とＢから同町横浦９番地の１０北西角見通し線との
交点
イ Ａから北宇和郡津島町坪井下刈谷南隅見通し３０
０メートルの点
ウ Ｂから北宇和郡津島町曲烏エビヶ鼻見通し１４０
メートルの点
エ Ｂから北宇和郡津島町嵐大場サネモリ岩見通し
１００メートルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

－２７－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

宇区
第１４７
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町嵐地先

Ａア、アイ、イウ及びウＢの４直線とＡＢ間の最大低潮時
海岸線から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町横浦小島の谷中央の標識

Ｂ 北宇和郡津島町嵐慶ヶ浦６７６番地の１下灘漁業
協同組合作業場敷地の西端標識
Ｃ 北宇和郡津島町嵐小島の島頂

点 ア Ａから北宇和郡津島町坪井下刈谷南隅見通し線
とＣから同町横浦９番地の１０北西角見通し線との
交点
イ Ｃから北宇和郡津島町嵐大場サネモリ岩見通し
１００メートルの点
ウ Ｂから北宇和郡津島町嵐片網代西隅見通し線６０
メートルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１４８
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町嵐地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町嵐慶ヶ浦６７６番地の１下灘漁業

協同組合作業場敷地の西端標識
Ｂ 北宇和郡津島町嵐慶ヶ浦６７６番地の１下灘漁協
作業場東角

点 ア Ａから北宇和郡津島町嵐片網代西隅見通し６０メ
ートルの点
イ Ｂから１６５度５０メートルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１４９
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町嵐地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から３０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町嵐番外２１番地１倉庫西角前護岸

標識
Ｂ 北宇和郡津島町嵐７０番地２自動車看板西角の標
識

点 ア Ａから北宇和郡津島町嵐番外２３番地１木造住宅
東端前護岸の標識見通し１００メートルの点

イ Ｂから北宇和郡津島町嵐番外２３番地１鉄筋住宅
東端前護岸の標識見通し１４０メートルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１５０
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町嵐地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から２０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町嵐ハゲの鼻

Ｂ 北宇和郡津島町嵐番外乙１番地前護岸の標識
点 ア Ａから北宇和郡津島町嵐６７６番地西角見通し１１０

メートルの点
イ Ｂから北宇和郡津島町嵐小島見通し１６０メート
ルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１５１
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町針木地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域、ただし、宇特
区第２３７号漁業権漁場区域を除く。
基点 Ａ 北宇和郡津島町針木大場の鼻標識

Ｂ 北宇和郡津島町針木高立黒岩の標識
点 ア Ａから北宇和郡津島町曲烏ツワナ谷鼻見通し１８

０メートルの点
イ Ｂから北宇和郡津島町柿の浦松ヶ鼻見通し２７０
メートルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１５２
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町針木地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町針木７６番地の２作業場西端の標

識
Ｂ 北宇和郡津島町浦知宮の鼻標識

点 ア Ａから北宇和郡津島町柿の浦松ヶ鼻見通し６０メ
ートルの点
イ Ｂから北宇和郡津島町柿の浦松ヶ鼻見通し７０メ

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

－２８－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

ートルの点

宇区
第１５３
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町浦知地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町浦知防波堤西側付根

Ｂ 北宇和郡津島町浦知４３１番地前護岸の標識
点 ア Ａから北宇和郡津島町柿の浦松ヶ鼻見通し１４０

メートルの点
イ Ｂから北宇和郡津島町須下崎見通し２２０メート
ルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１５４
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町塩定地先

Ａア、アイ、イウ、ウエ及びエＣの５直線とＡＣ間の最大
低潮時海岸線から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町浦知川河口左岸端

Ｂ 北宇和郡津島町塩定竜王鼻
Ｃ 北宇和郡津島町塩定広笠中央の標識

点 ア Ａから北宇和郡津島町針木公民館東端見通し１０
０メートルの点
イ Ｂから北宇和郡津島町針木宮の鼻見通し１６０メ
ートルの点
ウ Ｂから北宇和郡津島町坪井マサカリ鼻見通し２５
０メートルの点
エ Ｃから北宇和郡津島町由良神社護岸西端見通し
２５０メートルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１５５
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町柿の浦地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町塩定広笠中央の標識

Ｂ 北宇和郡津島町柿の浦７７０番地の２住宅前の標
識

点 ア Ａから北宇和郡津島町下灘由良神社石垣西端見
通し２５０メートルの点

イ Ｂから北宇和郡津島町柿の浦鵜のクソ鼻見通し
１４０メートルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１５６
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町柿の浦地先

Ａア、アイ、イウ、ウエ、エオ及びオＥの６直線とＡＥ間
の最大低潮時海岸線から１０メートルの線とによって囲まれた
区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町柿の浦久保浦７５８番地西南端前

護岸標識
Ｂ 北宇和郡津島町柿の浦７４３番地の１作業場南角
前護岸標識
Ｃ 北宇和郡津島町柿の浦７０６番地作業場北角前護
岸標識
Ｄ 北宇和郡津島町柿の浦永ヶ平護岸中央標識
Ｅ 北宇和郡津島町柿の浦永ヶ平乙７８番地７前護岸
東角

点 ア Ａから北宇和郡津島町柿の浦鵜のクソ鼻見通し
５５メートルの点
イ Ｂから北宇和郡津島町柿の浦竜王祠見通し７０メ
ートルの点
ウ Ｄから北宇和郡津島町柿の浦７５９番地住宅南角
見通し線とＣＥを結んだ線との交点
エ Ｄから北宇和郡津島町柿の浦７５９番地住宅南角
見通し７０メートルの点
オ Ｅから北宇和郡津島町針木大場の鼻見通し５０メ
ートルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１５７
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町柿の浦地先

Ａア及びアＢの２直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線から１０
メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町柿の浦永ヶ平乙７８番地７作業場

前護岸東角

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

－２９－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

Ｂ 北宇和郡津島町柿の浦中鼻
点 ア Ｂから北宇和郡津島町柿の浦７７１番地作業場南

角見通し１００メートルの点

宇区
第１５８
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町柿の浦地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町柿の浦落網代護岸北角

Ｂ 北宇和郡津島町柿の浦落網代護岸南角
点 ア Ａから北宇和郡津島町塩定竜王鼻見通し９０メー

トルの点
イ Ｂから北宇和郡津島町塩定広笠護岸西角見通し
１２０メートルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１５９
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町曲烏地先

Ａア、アイ、イウ、ウエ及びエＢの５直線とＡＢ間の最大
低潮時海岸線から３０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町柿の浦松ヶ鼻

Ｂ Ｃから海岸線沿い東へ６０メートルの標識
Ｃ 北宇和郡津島町曲烏ウス碆

点 ア Ａから北宇和郡津島町坪井マサカリ鼻見通し４０
０メートルの点
イ Ｃから北宇和郡津島町坪井下溝の鼻見通し４００
メートルの点
ウ Ｃから北宇和郡津島町坪井下溝の鼻見通し２５０
メートルの点
エ Ｂから北宇和郡津島町坪井二又畑尻護岸東角見
通し２５０メートルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１６０
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町曲烏平井地
先

Ａア、アイ、イウ、ウエ、エオ、オカ、カキ及びキクの８
直線とＡＥ間の２０メートルの線とによって囲まれた区域、た
だし、サシ、シス、スセ、セソ、ソタ及びタシの６直線によ
って囲まれた区域並びにＢコ、コケ、及びケＣの３直線によ
って囲まれた区域を除く。
基点 Ａ 北宇和郡津島町大浦の浜中央標識

Ｂ 北宇和郡津島町大浦引出しの鼻
Ｃ 北宇和郡津島町曲烏埋立地護岸北東角
Ｄ 北宇和郡津島町曲烏州鼻護岸付根から東へ１００
メートルの標識
Ｅ 北宇和郡津島町曲烏マト鼻
Ｆ 北宇和郡津島町平井マトケ鼻
Ｇ 北宇和郡津島町平井長碆の鼻

点 ア Ａから北宇和郡津島町坪井二又福島見通し６３０
メートルの点
イ Ｄから北宇和郡津島町坪井二又福島見通し３７０
メートルの点
ウ Ｅから北宇和郡津島町前島東端見通し４００メー
トルの点
エ Ｇから北宇和郡津島町高島山頂見通し５４０メー
トルの点
オ Ｇから北宇和郡津島町高島山頂見通し１９５メー
トルの点
カ Ｆから北宇和郡津島町竹ヶ島オシデの鼻見通し
９５メートルの点
キ Ｆから北宇和郡津島町竹ヶ島オシデの鼻見通し
２５メートルの点
ク Ｅから北宇和郡津島町前島東端見通し２０メート
ルの点
ケ Ｃから北宇和郡津島町二又福島見通し１２０メー
トルの点
コ Ｂから３５８度３０分見通し１１５メートルの点
サ Ｄから北宇和郡津島町坪井福島見通し１４５メー
トルの点
シ Ｄから北宇和郡津島町坪井福島見通し２４５メー

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

－３０－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

トルの点
ス Ｅから北宇和郡津島町前島東端見通し２５０メー
トルの点
セ Ｆから北宇和郡津島町竹ヶ島オシデの鼻見通し
２５０メートルの点
ソ Ｆから北宇和郡津島町竹ヶ島オシデの鼻見通し
１５０メートルの点
タ Ｅから北宇和郡津島町前島東端見通し１５０メー
トルの点

宇区
第１６１
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町平井地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町平井１４番地の１作業場北角

Ｂ 北宇和郡津島町平井１７番地の５３作業場前護岸標
識

点 ア Ａから北宇和郡津島町平井サジヶ浦防波堤護岸
北西角見通し５５メートルの点
イ Ｂから北宇和郡津島町平井水ヶ浦３８５番地小屋
見通し５０メートルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１６２
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町平井地先

Ａア、アイ、イウ、ウエ、エオ、オカ、カキ、キＦ、Ｃク
及びクＢの１０直線とＡＢ間の海岸線２０メートルの線とによっ
て囲まれた区域及びＣＦ間の海岸線１０メートルの線とによっ
て囲まれた区域。ただし、宇特区第２４９号漁業権漁場区域を
除く。
基点 Ａ 北宇和郡津島町平井仏崎

Ｂ 北宇和郡津島町平井サンジロ鼻
Ｃ Ｄから海岸線沿い西へ５５メートルの標識
Ｄ 北宇和郡津島町平井白石の鼻
Ｅ Ｄから海岸線沿い南へ１００メートルの標識
Ｆ 北宇和郡津島町平井６番地作業場前護岸標識

点 ア Ａから北宇和郡津島町前島西端見通し１００メー
トルの点
イ Ｂから４８度４０分見通し１９５メートルの点
ウ Ｂから８７度３０分見通し１６０メートルの点
エ Ｂから８６度見通し２３６メートルの点
オ Ｄから北宇和郡津島町平井マトケ鼻見通し１５０
メートルの点
カ Ｅから北宇和郡津島町平井長碆の護岸北角見通
し１５０メートルの点

キ Ｆから北宇和郡津島町平井字水ヶ浦３８５番地小
屋見通し２０メートルの点

ク Ｂから北宇和郡津島町坪井ソネ崎見通し７０メー
トルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１６３
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町漁家地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
２０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町漁家仏崎

Ｂ 北宇和郡津島町漁家オヤマの鼻
点 ア Ａから北宇和郡津島町須下寺崎見通し１７０メー

トルの点
イ Ｂから２８５度見通し３３０メートルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１６４
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町漁家地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町漁家カゴ南鼻

Ｂ Ａから海岸線沿い南へ１５０メートルの標識
点 ア Ａから北宇和郡津島町成帆焼菊駄馬の浜北端見

通し１７０メートルの点
イ Ｂから北宇和郡津島町成帆焼菊駄馬の浜南端見
通し２２０メートルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

－３１－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

宇区
第１６５
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町成地先

アイ、イウ、ウエ、エオ、オカ、カキ、キク、クケ及びケ
アの９直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町成クワノサコ鼻標識

Ｂ 北宇和郡津島町成赤崎鼻シモリ碆
Ｃ 北宇和郡津島町成赤崎鼻標識
Ｄ 北宇和郡津島町成赤崎鼻東の鼻標識

点 ア Ａから北宇和郡津島町北灘福浦越見通し３１０メ
ートルの点
イ Ｂから北宇和郡津島町竹ヶ島高島東端見通し７０
メートルの点
ウ Ｂから北宇和郡津島町竹ヶ島高島東端見通し２０
０メートルの点
エ Ｄから北宇和郡津島町竹ヶ島高島東端見通し２５
０メートルの点
オ Ｄから北宇和郡津島町竹ヶ島高島東端見通し６１
０メートルの点
カ Ｃから北宇和郡津島町前島東端見通し６８０メー
トルの点
キ Ａから北宇和郡津島町小前島西端見通し８５０メ
ートルの点
ク Ａから北宇和郡津島町小前島西端見通し４６０メ
ートルの点
ケ Ａから北宇和郡津島町北灘福浦越見通し４６０メ
ートルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１６６
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町成地先

Ａア及びアＢの２直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線から２０
メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町成クワノサコ鼻南端標識

Ｂ 北宇和郡津島町成赤崎西の鼻標識
点 ア Ａから北宇和郡津島町北灘福浦越見通し１６０メ

ートルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１６７
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町成地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町成由良小学校成本校前護岸西角

Ｂ 北宇和郡津島町成３１８番地１（大石組合）と同
町成３５５番地（地下中組合）との境界標識

点 ア Ａから北宇和郡津島町泥目水西ヶ坂見通し２５０
メートルの点
イ Ｂから北宇和郡津島町小日提海岸護岸北端見通
し１８０メートルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１６８
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町成地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町成３１８番地１（大石組合）と同

町成３５５番地（地下中組合）との境界標識
Ｂ 北宇和郡津島町成５５番地天成冷蔵庫北角から護
岸沿い北へ１５メートルの標識

点 ア Ａから北宇和郡津島町小日提海岸護岸北端見通
し３０メートルの点
イ Ｂから北宇和郡津島町成城の鼻見通し３０メート
ルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１６９
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町成地先

Ａア、アイ、イウ、ウエ、エオ及びオＢの６直線とＡＢ間
の最大低潮時海岸線から２０メートルの線とによって囲まれた
区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町成帆焼２５番地前護岸標識

Ｂ 北宇和郡津島町成崎突端
Ｃ 北宇和郡津島町成５５番地天成冷蔵庫北角から北
へ護岸沿い１５メートルの標識

点 ア Ａから北宇和郡津島町成城の鼻見通し１４０メー
トルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

－３２－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

イ Ｂから北宇和郡津島町漁家旧防波堤先端見通し
２５０メートルの点
ウ Ｃから北宇和郡津島町漁家仏崎見通し３５０メー
トルの点
エ Ｃから北宇和郡津島町漁家仏崎見通し２５０メー
トルの点
オ Ｂから北宇和郡津島町漁家仏崎見通し１００メー
トルの点

宇区
第１７０
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町成地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町成崎突端

Ｂ 北宇和郡津島町成帆焼２５番地前護岸標識
点 ア Ａから北宇和郡津島町漁家仏崎見通し５０メート

ルの点
イ Ｂから北宇和郡津島町漁家仏崎見通し２００メー
トルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１７１
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町成地先

Ａア、アイ、イウ及びウＣの４直線とＡＣ間の最大低潮時
海岸線から２０メートルの線とによって囲まれた区域、ただし
、宇特区第２５５号漁業権漁場区域を除く。
基点 Ａ 北宇和郡津島町成寺崎突端

Ｂ 北宇和郡津島町成帆焼菊駄馬護岸北東角の標識
Ｃ 北宇和郡津島町成帆焼２１番地倉庫前の護岸標識

点 ア Ａから北宇和郡津島町北灘柏崎突端見通し２００
メートルの点
イ Ｂから北宇和郡津島町泥目水エボシ鼻見通し２５
０メートルの点
ウ Ｃから北宇和郡津島町漁家仏崎見通し２５０メー
トルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１７２
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町須下地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から３０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町成寺崎突端

Ｂ 北宇和郡津島町須下寺崎と長畑との境界線寺崎
側２番排水口

点 ア Ａから北宇和郡津島町柏崎突端見通し２８０メー
トルの点
イ Ｂから北宇和郡津島町竹ヶ島西端見通し２７０メ
ートルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１７３
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町須下地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から３０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町須下６４番地の６所有地北端

Ｂ 北宇和郡津島町須下６４番地の６作業場南角
点 ア Ａから北宇和郡津島町須下４１７番地２作業場北

角見通し８５メートルの点
イ Ｂから北宇和郡津島町須下４１６番地住宅南角見
通し１０５メートルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１７４
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町須下地先

Ａア及びアＢの２直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線から３０
メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町須下白石の鼻

Ｂ 北宇和郡津島町須下中鼻スゲ２Ｆ４電柱から護
岸沿い西へ８メートルの標識

点 ア Ａから北宇和郡津島町須下５５番地作業場護岸排
水口見通し線とＢから北宇和郡津島町竹ヶ島山頂
部重なり目見通し線との交点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１７５
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町須下地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町須下新防波堤東側付根より防波

堤沿い西へ１０メートルの標識
Ｂ 北宇和郡津島町須下１９０番地作業場東角前護岸

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

－３３－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

標識
点 ア Ａから北宇和郡津島町須下７０８番地住宅中央見

通し３０メートルの点
イ Ａから北宇和郡津島町須下７０８番地住宅中央見
通し１２８メートルの点

ウ Ｂから北宇和郡津島町須下雲泊の浜南東角見通
し１５０メートルの点

エ Ｂから北宇和郡津島町須下雲泊の浜南東角見通
し６０メートルの点

宇区
第１７６
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町須下地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から３０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町須下雲泊の浜南東角より北へ３７

メートルの標識
Ｂ 北宇和郡津島町須下４６１番地作業場東角前護岸
標識

点 ア Ａから北宇和郡津島町泥目水７番地３５下灘漁業
協同組合真珠貝研究所中央見通し１３５メートルの
点
イ Ｂから北宇和郡津島町泥目水７番地３５下灘漁業
協同組合真珠貝研究所中央見通し１４５メートルの
点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１７７
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町須下地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町須下４６３番地住宅前護岸標識

Ｂ 北宇和郡津島町須下４６１番地作業場東角護岸標
識

点 ア Ａから北宇和郡津島町泥目水７番地３５下灘漁業
協同組合真珠貝研究所中央見通し１２５メートルの
点
イ Ｂから北宇和郡津島町泥目水７番地３５下灘漁業
協同組合真珠貝研究所中央見通し１０３メートルの
点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１７８
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町須下地先

Ａア、アイ、イウ、ウエ及びエＣの５直線とＡＣ間の最大
低潮時海岸線から２０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町須下７２６番地の２作業場南角

Ｂ Ａから護岸沿い北東へ５６メートルの標識
Ｃ 北宇和郡津島町須下崎

点 ア Ａから北宇和郡津島町須下長畑山の下中央標識
見通し１４５メートルの点
イ Ｂから１２２度３０分１７０メートルの点
ウ Ｂから北宇和郡津島町須下寺崎畑道見通し２８０
メートルの点
エ Ｃから北宇和郡津島町須下寺崎見通し２５０メー
トルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１７９
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町竹ヶ島地先

Ａア、アイ、イウ、ウエ及びエＣの５直線とＡＣ間の最大
低潮時海岸線から５０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町竹ヶ島防波堤東側付根

Ｂ 北宇和郡津島町竹ヶ島オシデの鼻
Ｃ 北宇和郡津島町竹ヶ島白浜護岸南端から北へ２０
メートルの標識

点 ア Ａから６７度４０分（北宇和郡津島町竹ヶ島高島東
端見通し）１３０メートルの点
イ Ｂから７８度（北宇和郡津島町北灘小日提海岸北
の鼻見通し）１８０メートルの点

ウ Ｂから１３３度（北宇和郡津島町泥目水立碆見通
し）１８０メートルの点

エ Ｃから１４５度３０分（北宇和郡津島町平井長碆４２４
番地１下灘漁業協同組合水産廃棄物処理施設中央

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

－３４－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

見通し）３８５メートルの点

宇区
第１８０
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町竹ヶ島地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町竹ヶ島中突堤北側付根から護岸

沿い北へ８メートルの標識
Ｂ 北宇和郡津島町竹ヶ島新突堤南側付根から護岸
沿い南へ５メートルの標識

点 ア Ａから１１６度５メートルの点
イ Ａから１１６度３０メートルの点
ウ Ｂから１１６度３０メートルの点
エ Ｂから１１６度５メートルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１８１
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町竹ヶ島地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から２０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町竹ヶ島道越護岸海底ケーブル敷

設示標
Ｂ 北宇和郡津島町竹ヶ島長モチ岩

点 ア Ａから１５２度３０分見通し１３４メートルの点
イ Ｂから北宇和郡津島町平井長碆４２４番地－１下
灘漁業協同組合水産廃棄物処理施設（１４８度３０分
）見通し１６４メートルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１８２
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

北宇和郡津島
町竹ヶ島地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から４０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 北宇和郡津島町竹ヶ島弁天の２番岩

Ｂ 北宇和郡津島町竹ヶ島高島東端
点 ア Ａから北宇和郡津島町漁家仏崎見通し４００メー

トルの点
イ Ｂから北宇和郡津島町須下崎見通し３００メート
ルの点

北宇和郡
津島町下
灘

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１８３
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡内海
村油袋地先

Ａア、アイ、イウ及びウＡの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡内海村油袋２７６番地（上ノ谷）東角の

標識
点 ア Ａから０度８０メートルの点

イ Ａから６５度１９０メートルの点
ウ Ａから９０度１７０メートルの点

南宇和郡
内海村

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１８４
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡内海
村家串地先

Ａア及びアＢの２直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線とによ
って囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡内海村家串４０番地（タンダ浜）東角の

標識
Ｂ 南宇和郡内海村家串小松鼻東標識

点 ア Ａから１７０度２００メートルの点

南宇和郡
内海村

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１８５
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡内海
村家串地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡内海村家串１１２３番地の標識
点 ア Ａから２８２度６０メートルの点
イ Ａから２８２度１２０メートルの点
ウ Ａから２７２度１２０メートルの点
エ Ａから２６３度６３メートルの点

南宇和郡
内海村

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１８６
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡内海
村家串地先

Ｂア、アイ及びイＣの３直線とＢＣ間の最大低潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡内海村家串１２６６番地の２（若宮神社前

）埋立地北角の標識
Ｂ Ａから護岸海岸線沿い北東へ２４メートルの標識
Ｃ Ａから護岸海岸線沿い南西へ２８メートルの標識

点 ア Ｂから３３７度４４メートルの点
イ Ｃから３３７度５６メートルの点

南宇和郡
内海村

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１８７
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡内海
村平碆地先

ＡＢ、Ｂア及びアＣの３直線とＡＣ間の最大低潮時海岸線
とによって囲まれた区域

南宇和郡
内海村

別記２及
び４のと
おり

－３５－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

基点 Ａ 南宇和郡内海村平碆恵比須崎突端
Ｂ 南宇和郡内海村平碆恵比須碆の標識
Ｃ 南宇和郡内海村平碆外防波堤南側突端

点 ア Ｃから９０度６０メートルの点

宇区
第１８８
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡内海
村平碆地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡内海村平碆外防波堤南側突端

Ｂ 南宇和郡内海村平碆内防波堤北付根から北へ３０
メートルの標識

点 ア Ａから９０度６０メートルの点
イ Ｂから９０度１５０メートルの点

南宇和郡
内海村

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１８９
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡内海
村平碆地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡内海村平碆１８４番地東角の標識

Ｂ Ａから護岸沿い海岸線南へ５０メートルの標識
点 ア Ａから１３０度１００メートルの点
イ Ｂから１３０度１００メートルの点

南宇和郡
内海村

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１９０
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡内海
村平碆地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡内海村平碆８３６番地（ホゴ釣碆）の標

識
Ｂ 南宇和郡内海村平碆６６８番地（立碆）の標識

点 ア Ａから２３０度１００メートルの点
イ Ｂから２１０度１５０メートルの点

南宇和郡
内海村

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１９１
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡内海
村平碆地先

Ａア、アイ、イウ及びウＡの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡内海村平碆６６８番地（立碆）の標識
点 ア Ａから１８０度６００メートルの点
イ アから９０度４５０メートルの点
ウ Ａから９０度４５０メートルの点

南宇和郡
内海村

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１９２
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡御荘
町菊川地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡御荘町菊川３５５５番地五ヶ浜大岩の標識

Ｂ 南宇和郡御荘町菊川３５５４番地の標識
点 ア Ａから２７０度１００メートルの点

イ Ｂから由良半島先端見通し１００メートルの点

南宇和郡
御荘町御
荘地区

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１９３
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡御荘
町菊川地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡御荘町菊川佛埼から海岸に沿って南へ

３００メートルの標識
Ｂ 南宇和郡御荘町菊川アコギ西鼻

点 ア Ａから２７１度１５０メートルの点
イ Ｂから２７１度１５０メートルの点

南宇和郡
御荘町御
荘地区

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１９４
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡御荘
町菊川地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡御荘町菊川２６１７番地焼場浜北角

Ｂ 南宇和郡御荘町菊川２６１７番地黒櫛西鼻
点 ア Ａから南宇和郡御荘町中浦テレビ塔見通し２００

メートルの点
イ Ｂから南宇和郡御荘町中浦鉢ヶ崎見通し１３０メ
ートルの点

南宇和郡
御荘町御
荘地区

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１９５
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡御荘
町菊川地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡御荘町菊川２６１７番地黒櫛西鼻

Ｂ 南宇和郡御荘町菊川２６１７番地黒櫛東鼻
点 ア Ａから南宇和郡御荘町中浦鉢ヶ崎鼻見通し８０メ

南宇和郡
御荘町御
荘地区

別記２及
び４のと
おり

－３６－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

ートルの点
イ Ｂから南宇和郡御荘町高畑猿越中崎鼻見通し８０
メートルの点

宇区
第１９６
号

第２種
区画漁
業

魚類養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡御荘
町菊川地先

ＡＢの直線と最大低潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡御荘町菊川２３７８番地北角

Ｂ 南宇和郡御荘町菊川２４２６番地西角

南宇和郡
御荘町御
荘地区

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１９７
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡御荘
町菊川地先

Ａア、アイ、イＤ及びＢＣの４直線とＡＢ及びＣＤ間の最
大低潮時海岸線から１０メートルの線とによって囲まれた区域
、ただし、宇特区第３０１号の漁業権漁場区域を除く。
基点 Ａ 南宇和郡御荘町平山１番地白洲中鼻

Ｂ 南宇和郡御荘町菊川１７９７番地西角
Ｃ 南宇和郡御荘町菊川２２３６－３番地南角
Ｄ 南宇和郡御荘町菊川２３７６番地西角

点 ア Ａから南宇和郡御荘町赤水宮ノ鼻見通し２５０メ
ートルの点
イ Ｄから南宇和郡御荘町中浦町営住宅見通し３００
メートルの点

南宇和郡
御荘町御
荘地区

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１９８
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡御荘
町菊川地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡御荘町菊川２２３６－３番地地先１号標識

Ｂ 南宇和郡御荘町菊川２２３６－３番地地先２号標識
点 ア Ａから１１６度３０メートルの点

イ Ｂから１１６度３０メートルの点

南宇和郡
御荘町御
荘地区

別記２及
び４のと
おり

宇区
第１９９
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡御荘
町菊川地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡御荘町菊川２２３６－３番地地先３号標識

Ｂ 南宇和郡御荘町菊川２２３６－３番地地先４号標識
点 ア Ａから１１４度３０メートルの点

イ Ｂから１１４度３０メートルの点

南宇和郡
御荘町御
荘地区

別記２及
び４のと
おり

宇区
第２００
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡御荘
町平山地先

Ａア、アイ、イウ、ウエ、エＥ、ＥＤ及びＣＢの７直線と
ＡＢ及びＣＤ間の最大低潮時海岸線から１０メートルの線とに
よって囲まれた区域。ただし、宇区第２０１号の漁業権漁場区
域を除く。
基点 Ａ 南宇和郡御荘町平山５２６番地港湾防波堤突端

Ｂ 南宇和郡御荘町平山２６２番地東角
Ｃ 南宇和郡御荘町平山７番地二又東鼻
Ｄ 南宇和郡御荘町平山５番地二又西鼻
Ｅ 御荘町平山１番地白洲中鼻

点 ア Ａから南宇和郡御荘町大島北鼻見通し２５メート
ルの点
イ アから御荘町成川中網東端見通し１７０メートル
の点
ウ Ｂから御荘町赤水ヒンデン鼻見通し４００メート
ルの点
エ Ｅから御荘町赤水宮の鼻見通し２５０メートルの
点

南宇和郡
御荘町御
荘地区

別記２及
び４のと
おり

宇区
第２０１
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡御荘
町平山地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡御荘町平山４４４番地１号標識

Ｂ 南宇和郡御荘町平山４４４番地２号標識
点 ア Ａから南宇和郡御荘町成川砂浜東端見通し５０メ

ートルの点
イ Ｂから南宇和郡御荘町成川砂浜西端見通し５０メ
ートルの点

南宇和郡
御荘町御
荘地区

別記２及
び４のと
おり

宇区
第２０２
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡御荘
町防城成川地
先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域

南宇和郡
御荘町南
内海地区

別記２及
び４のと
おり

－３７－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

基点 Ａ 南宇和郡御荘町成川オトシ鼻
Ｂ 南宇和郡御荘町成川オトシ真谷の標識

点 ア Ａから３４度１００メートルの点
イ Ｂから１３度１００メートルの点

宇区
第２０３
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡御荘
町赤水地先

Ａア、アイ、イウ、ウエ、エオ及びオＣの６直線とＡＣ間
の最大低潮時海岸線から１０メートルの線とによって囲まれた
区域
基点 Ａ 南宇和郡御荘町成川オトシ真谷の標識から海岸

沿い西へ２７メートルの標識
Ｂ 南宇和郡御荘町赤水高松鼻
Ｃ 南宇和郡御荘町赤水平岩
Ｄ 南宇和郡御荘町赤水広浦中鼻から海岸沿い南へ
１２５メートルの標識

点 ア Ａから１１．５度１１０メートルの点
イ Ｂから３００度３００メートルの点
ウ Ｄから２９３度２８０メートルの点
エ Ｄから２９３度１８０メートルの点
オ Ｃから２９３度２００メートルの点

南宇和郡
御荘町南
内海地区

別記２及
び４のと
おり

宇区
第２０４
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡御荘
町赤水地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から５メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡御荘町赤水２３番地第３北角の標識

Ｂ Ａから海岸沿い南へ１５メートルの標識
点 ア Ａから２８０度５０メートルの点
イ Ｂから２８０度６０メートルの点

南宇和郡
御荘町南
内海地区

別記２及
び４のと
おり

宇区
第２０５
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡御荘
町赤水地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から５メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡御荘町赤水５２番地第２北角の標識

Ｂ 南宇和郡御荘町赤水５３番第１北角の標識
点 ア Ａから２８０度３０メートルの点
イ Ｂから２８０度３０メートルの点

南宇和郡
御荘町南
内海地区

別記２及
び４のと
おり

宇区
第２０６
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡御荘
町赤水地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡御荘町赤水３５９番地東角の標識

Ｂ 南宇和郡御荘町赤水３５９番地西角の標識
点 ア Ａから０度５０メートルの点
イ Ｂから０度５０メートルの点

南宇和郡
御荘町南
内海地区

別記２及
び４のと
おり

宇区
第２０７
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡御荘
町赤水地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から５メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡御荘町赤水７４０番地北角の標識

Ｂ Ａから海岸沿い南へ２２メートルの標識
点 ア Ａから７０度４０メートルの点

イ Ｂから７０度４０メートルの点

南宇和郡
御荘町南
内海地区

別記２及
び４のと
おり

宇区
第２０８
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡御荘
町赤水地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡御荘町赤水７４２番地第２北角の標識

Ｂ Ａから海岸沿い南東へ２０メートルの標識
点 ア Ａから１５度２５メートルの点

イ Ａから１５度５０メートルの点
ウ Ｂから４３度５０メートルの点
エ Ｂから４３度２５メートルの点

南宇和郡
御荘町南
内海地区

別記２及
び４のと
おり

宇区
第２０９
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡御荘
町赤水地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡御荘町赤水８８３番地北角の標識

Ｂ Ａから海岸沿い南へ２３メートルの標識
点 ア Ａから１１１度４０メートルの点

イ Ｂから１１３度３０メートルの点

南宇和郡
御荘町南
内海地区

別記２及
び４のと
おり

－３８－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

宇区
第２１０
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡御荘
町赤水地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡御荘町赤水７６６番地（南内海漁協）護

岸東角の標識
Ｂ 南宇和郡御荘町赤水５７８番地南角の標識

点 ア Ａから４０度１５０メートルの点
イ Ａから４０度２６０メートルの点
ウ Ｂから４０度２４０メートルの点
エ Ｂから４０度１３０メートルの点

南宇和郡
御荘町南
内海地区

別記２及
び４のと
おり

宇区
第２１１
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡御荘
町赤水地先

Ｂア、アイ、イウ及びウＣの４直線とＢＣ間の最大低潮時
海岸線から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡御荘町赤水９７１番地ドック内角から６．５

メートルの標識
Ｂ 南宇和郡御荘町赤水宮ノ鼻
Ｃ 南宇和郡御荘町後越宮ノ鼻

点 ア Ａから３３８度７０メートルの点
イ Ａから３３８度２２０メートルの点
ウ Ｃから３３７度１５０メートルの点

南宇和郡
御荘町南
内海地区

別記２及
び４のと
おり

宇区
第２１２
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡御荘
町高畑地先

アイ、イウ、ウエ、エオ、オカ、カキ及びキアの７直線に
よって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡御荘町後越宮ノ鼻

Ｂ 南宇和郡御荘町後越中鼻
Ｃ 南宇和郡御荘町高畑２５番地北角の標識

点 ア Ａから南宇和郡御荘町延命寺鼻見通し５０メート
ルの点
イ Ａから南宇和郡御荘町延命寺鼻見通し１６０メー
トルの点
ウ Ｂから南宇和郡御荘町マブネ鼻見通し２３０メー
トルの点
エ Ｃから３２７度２１０メートルの点
オ Ｃから３２７度６０メートルの点
カ Ｂから南宇和郡御荘町マブネ鼻見通し７０メート
ルの点
キ Ｂから南宇和郡御荘町マブネ鼻見通し１１０メー
トルの点

南宇和郡
御荘町南
内海地区

別記２及
び４のと
おり

宇区
第２１３
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡御荘
町高畑地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から５メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡御荘町高畑１０２２番地南角の標識

Ｂ Ａから海岸沿い北へ４０メートルの標識
点 ア Ａから９０度４０メートルの点

イ Ｂから９０度４０メートルの点

南宇和郡
御荘町南
内海地区

別記２及
び４のと
おり

宇区
第２１４
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡御荘
町高畑地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から５メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡御荘町高畑１０１５番地第２北角の標識

Ｂ Ａから海岸沿い南へ４０メートルの標識
点 ア Ａから９０度４０メートルの点

イ Ｂから９０度４０メートルの点

南宇和郡
御荘町南
内海地区

別記２及
び４のと
おり

宇区
第２１５
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡御荘
町高畑地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡御荘町高畑ダキノ下鼻

Ｂ 南宇和郡御荘町高畑ダキノ下中鼻
点 ア Ａから３５４度１５０メートルの点

イ Ｂから３３度１５０メートルの点

南宇和郡
御荘町南
内海地区

別記２及
び４のと
おり

宇区
第２１６
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡御荘
町高畑地先

Ａア、アイ、イＢ及びＢＡの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡御荘町高畑猿越中崎鼻

Ｂ 南宇和郡御荘町中浦鉢ヶ崎鼻
点 ア Ａから０度２０２メートルの点
イ Ｂから０度１８０メートルの点

南宇和郡
御荘町南
内海地区

別記２及
び４のと
おり

－３９－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

宇区
第２１７
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡御荘
町中浦地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡御荘町中浦１１番地北角の標識

Ｂ Ａから海岸沿い南へ６２メートルの標識
点 ア Ａから南宇和郡御荘町中浦４７０番地西角見通し

６０メートルの点
イ Ｂから南宇和郡御荘町中浦４７０番地東角見通し
６０メートルの点

南宇和郡
御荘町南
内海地区

別記２及
び４のと
おり

宇区
第２１８
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡御荘
町中浦地先

Ｂア、アイ、イウ及びウＣの４直線とＢＣ間の最大低潮時
海岸線から５メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡御荘町中浦１６７８番地東角の標識

Ｂ Ａから海岸沿い南へ１５メートルの点
Ｃ Ａから海岸沿い西北西へ３０メートルの点

点 ア Ｂから９０度３０メートルの点
イ Ａから５０度３５メートルの点
ウ Ｃから２１度３０メートルの点

南宇和郡
御荘町南
内海地区

別記２及
び４のと
おり

宇区
第２１９
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡御荘
町中浦地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡御荘町樫ノ浦マブネ鼻

Ｂ 南宇和郡御荘町樫ノ浦二子碆
点 ア Ａから南宇和郡御荘町黒ダキ鼻見通し８５メート

ルの点
イ Ａから南宇和郡御荘町黒ダキ鼻見通し２００メー
トルの点
ウ Ｂから南宇和郡御荘町段ノ網代西鼻見通し１６５
メートルの点
エ Ｂから南宇和郡御荘町段ノ網代西鼻見通し５０メ
ートルの点

南宇和郡
御荘町南
内海地区

別記２及
び４のと
おり

宇区
第２２０
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡御荘
町中浦地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から５メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡御荘町中浦二子碆

Ｂ Ａから海岸沿い南へ３０メートルの標識
点 ア Ａから南宇和郡御荘町中浦信田東鼻見通し２５メ

ートルの点
イ Ｂから南宇和郡御荘町中浦信田東鼻から南へ４０
メートルの標識見通し２５メートルの点

南宇和郡
御荘町南
内海地区

別記２及
び４のと
おり

宇区
第２２１
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡御荘
町中浦地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡御荘町中浦ほうの木鼻

Ｂ Ａから海岸沿い西へ４５メートルの標識
点 ア Ａから南宇和郡御荘町中浦信田東鼻見通し３２メ

ートルの点
イ Ｂから南宇和郡御荘町中浦信田西鼻見通し３２メ
ートルの点

南宇和郡
御荘町南
内海地区

別記２及
び４のと
おり

宇区
第２２２
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡御荘
町中浦地先

Ｂエ、エオ、オア、アイ、イウ及びウＣの６直線とＣＢ間
の最大低潮時海岸線から１０メートルの線とによって囲まれた
区域
基点 Ａ 南宇和郡御荘町中浦樫ノ浦戸ノ浦鼻

Ｂ 南宇和郡御荘町中浦樫ノ浦段ノ網代東鼻
Ｃ 南宇和郡御荘町中浦樫ノ浦延命寺南鼻

点 ア Ａから１１０度４３０メートルの点
イ Ａから１１０度８４０メートルの点
ウ Ｃから南宇和郡御荘町高畑猿越中崎見通し１００
メートルの点
エ Ｂから１７０度２４５メートルの点
オ Ａから９０度４５０メートルの点

南宇和郡
御荘町南
内海地区

別記２及
び４のと
おり

－４０－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

宇区
第２２３
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡御荘
町中浦左右水
地先

Ａア、アイ、イウ、ウエ及びエＣの５直線とＡＣ間の最大
低潮時海岸線から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡御荘町上すずれ東突端から海岸沿い西

へ９メートルの標識
Ｂ 南宇和郡御荘町中浦左右水ひあん谷鼻
Ｃ 南宇和郡御荘町中浦左右水ガマノ谷鼻
Ｄ 南宇和郡御荘町中浦左右水下ノ谷鼻

点 ア Ａから３０度８０メートルの点
イ Ｂから南宇和郡御荘町あこ木鼻見通し１６０メー
トルの点
ウ Ｄから南宇和郡御荘町深谷鼻見通し３８０メート
ルの点
エ Ｃから南宇和郡御荘町ヨウケ鼻見通し線とＤか
ら南宇和郡御荘町深谷鼻見通し線との交点

南宇和郡
御荘町南
内海地区

別記２及
び４のと
おり

宇区
第２２４
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡御荘
町中浦左右水
地先

Ａア、アイ、イウ及びウＢの４直線とＡＢ間の最大低潮時
海岸線から５メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡御荘町中浦左右水深谷鼻

Ｂ 南宇和郡御荘町中浦左右水長碆鼻
点 ア Ａから１７０度６５メートルの点

イ Ａから１０５度１７５メートルの点
ウ Ｂから南宇和郡御荘町黒櫛突端見通し９４メート
ルの点

南宇和郡
御荘町南
内海地区

別記２及
び４のと
おり

宇区
第２２５
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡御荘
町猿鳴地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡御荘町中矢呂鼻

Ｂ 南宇和郡御荘町才五郎ダキ鼻
点 ア Ａから南宇和郡内海村角島島頂見通し１００メー

トルの点
イ Ｂから南宇和郡内海村角島島頂見通し７５メート
ルの点

南宇和郡
御荘町南
内海地区

別記２及
び４のと
おり

宇区
第２２６
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡西海
町船越地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡西海町船越１５９９番地（町営西の浜駐車

場）北端の標識
Ｂ Ａから海岸沿い北へ１２５メートルの標識

点 ア Ａから２７０度２５０メートルの点
イ Ａから２７０度４００メートルの点
ウ Ｂから２７０度４００メートルの点
エ Ｂから２７０度２５０メートルの点

南宇和郡
西海町船
越及び下
久家

別記２及
び４のと
おり

宇区
第２２７
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡西海
町久家地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡西海町久家２７２番地南角の標識

Ｂ Ａから海岸沿い北へ３０メートルの標識
点 ア Ａから８５度４０メートルの点
イ Ｂから８５度４０メートルの点

南宇和郡
西海町船
越及び下
久家

別記２及
び４のと
おり

宇区
第２２８
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡西海
町久家地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡西海町久家２７２番地北角の標識

Ｂ Ａから海岸線沿い南へ３０メートルの標識
点 ア Ａから南宇和郡西海町小浦穴の鼻見通し４０メー

トルの点
イ Ｂから８５度４０メートルの点

南宇和郡
西海町船
越及び久
家

別記２及
び４のと
おり

宇区
第２２９
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡西海
町船越地先

Ａア及びアＢの２直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線から２０
メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡西海町船越ウノクソ鼻

Ｂ 南宇和郡西海町船越８番地（旧造船所）西端の
標識

点 ア Ａから南宇和郡西海町下久家風無鼻見通し１５０

南宇和郡
西海町船
越及び久
家

別記２及
び４のと
おり

－４１－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

メートルの点

宇区
第２３０
号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

南宇和郡西海
町船越地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 南宇和郡西海町船越８番地（旧造船所）西端の

標識
Ｂ 南宇和郡西海町船越竹倉鼻の標識
Ｃ 南宇和郡西海町船越３４８番地の標識

点 ア Ａから２２３度８０メートルの点
イ Ａから２２３度延長線とＢからＣ見通し線との交
点
ウ ＢからＣ見通し５０メートルの点
エ ＡからＢ見通し１２０メートルの点

南宇和郡
西海町船
越

別記２及
び４のと
おり

別記
１ 漁期終了後１５日以内にすべての養殖施設を撤去しなければならない。
２ 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。
３ 操業にあたっては水底電線に支障を及ぼしてはならない。
４ 漁場に設置するいかだの台数は別に定める知事の指示に従わなければならない。

－４２－


